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             （午前１０時００分 開会） 

議   長（森本修司君）   皆さん、おはようございます。  

 これより、平成２１年川西町議会第３回定例会を開会いたします。  

 会議に先立ち、９番  中島正澄議員より本日の定例会への欠席届が提出されてお

りますので、御報告させていただきます。  

 ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって議会は成立

いたしましたので、これより会議を開きます。  

 町長より、定例会招集についての挨拶を受けることにいたします。  

 町長。  

町   長（上田直朗君）   おはようございます。  

 本日、９月定例議会を招集いたしましたところ、議員各位には、大変お忙しい

中御参集くださいまして、まことにありがとうございます。  

 平素は、川西町の町政の推進のために大変御尽力をいただき、また御協力をい

ただいておりますことに、深く感謝を申し上げる次第でございます。  

 さて、私は、去る８月４日をもって４期目の任期を終了し、５期目の新たな任

期に入って最初の議会を迎えたわけでございます。４期目の任期の満了を迎えま

すに当たりまして、去る３月議会では議員各位から温かい御推挙を賜り、また、

川西町の多くの団体や各方面の方々からの御推挙、御支援をいただき、選挙によ

りまして町民の皆様方に再度選んでいただいて、引き続き町政を担当することに

なりました。初心に返り、新たに身を引き締めながら職務に当たっているところ

でございます。  

 改めまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。  

 今、私たちの社会は大きな変革の時を迎えております。先日の衆議院総選挙で

は、戦後初めてという選挙での政権交代がなったところでございます。今までの

国と地方のあり方、政策決定のプロセスがどのようになっていくのか、町政への

影響はいかほどのものであるのか、注視しているところでございます。  

 このような状況でありますが、住民の皆様方に最も近い基礎自治体である町と

いたしましては、状況をよく見きわめながら町政の運営をしていくことが求めら

れているところであり、そして、このような情勢でありますからこそ、健全な財

政運営を基本としながら、統合した小学校の充実とコミュニティの活性化、子育

て支援や保健・福祉の充実により、町民が安全で安心して暮らせるまちづくり、

住んでよかったと実感できるまちづくりに取り組んでまいる所存でございますの

で、議員各位には、よろしく御理解と御協力を賜りますことをお願い申し上げる

次第でございます。  

 本議会では、平成２０年度の決算を初め、多数の案件を提出いたしております。

何とぞよろしく御審議賜りますようお願いを申し上げまして、開会の御挨拶とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。  

議   長（森本修司君）   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１１番  大植正君及び

１２番  石田晏三君指名いたします。  



  

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 本定例会の会期は、本日より１８日までの８日間といたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、本定例会の会期は、本日より１８日まで

の８日間と決定いたします。  

 日程第３、諸報告に入ります。  

 町長より行政報告として、報告第５号、平成２０年度決算に基づく健全化判断

比率についての報告についてと、報告第６号、川西町土地開発公社の経営状況等

の報告についてをお手元に配付いたしておりますので、御清覧おき願います。  

 次に、報告第７号、平成２１年６月から平成２１年８月期までの例月出納検査

の結果報告を木村監査委員より報告を求めます。  

 木村監査委員。  

監査委員（木村  衛君）   平成２１年６月から８月期に行いました例月監査の結果を

御報告申し上げます。  

 寺澤監査委員とともに、地方自治法第２３５条の２第１項並びに地方公営企業

法第２７条の２第１項の規定により、平成２１年度の川西町一般会計及び特別会

計並びに水道事業会計の出納及び予算の執行状況につきまして、会計管理者並び

に水道部長に必要な調書の提出を求め、関係帳簿及び証拠書類を対照しながら説

明を受けまして、厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計における予算の

執行並びに現金の出納・保管などにつきましては、過誤もなく適正に行われてい

るものと認めましたので、御報告申し上げます。  

議   長（森本修司君）   監査報告が終わりましたので、日程第４、一般質問に入り

ます。  

 順次質問を許します。  

 ２番議員  香川明英君。  

２番議員（香川明英君）   それでは、議長より発言の許しを得ましたので、一般質問

を行わせていただきます。  

 まず１点は、保育行政をめぐっての現状と今後の展望の課題についてでありま

す。  

 少子高齢化社会が今日の大きな政策課題となっていますが、子育て支援の基礎

となる保育基盤が我が町で脆弱な状況がこの間浮き彫りになってまいりました。

私はこれまで、保育行政の課題に対して行政の主体的な取り組みを求め、課題を

指摘してまいりましたが、これまで何とか最低限度の保育水準を確保すべく努力

が重ねられてきていると聞くところであります。しかし、書面上では最低限度の

保育水準は幾つかの点を残しつつもおおむね整備されてきたということなのでし

ょうけれども、果たして実態はどうなんでしょうか。実態ある苦情処理委員会や

保護者会など組織されるようになってきたのでしょうか。保育体制の基盤を整え

る諸条件はどこまでクリアされてきたのでしょうか。その実情や現状について明

らかにしていただき、課題も明らかにしていただきたいと考えるところでありま



  

す。  

 そして、今年４月に入所定員の改定がされ、１２０名ということになっている

ところでありますけれども、年度当初から入所ができずに、幾らかの待機状態が

生じました。これは、経済情勢の厳しい状況が予想以上に入所希望者を上回らせ

ているものと考えられるところでありますけれども、その児童の待機状況は、そ

の後何とか解消したと聞いてきたわけですが、現在もなお新たな入所希望者に対

して待機を求めざるを得ない厳しい現状のようです。聞くところによりますと、

現在６名の待機があると聞いているところです。収入が減って、母親が働きに出

なければ生活のめどがつかないという今日の厳しい現状を反映しているものと予

想されます。それほどにせっぱ詰まった住民生活があることに機動的に対応する

ことが求められているのではないでしょうか。  

 いずれにせよ、スムーズに入所できる工夫が必要ですし、待機の出ない速やか

な入所の方策と基礎的な保育条件の整備拡充が求められるところであります。ま

た、ゼロ歳児保育や障害児保育についてもいまだ手がついておらず、ほかの市町

村から随分おくれをとっているのが現状であります。真剣に検討されていかなけ

ればなりません。いつまでも近隣の自治体の保育所頼みではいかないのは誰の目

にも明らかなことであります。  

 このような現状に対して、また、子育て支援の観点からも、町政の重要な柱と

して子どもの全的な発達を位置づけ、老朽化している施設整備も含んで、根底か

ら１０年後、２０年後を見据えての将来的な保育のあり方、保育行政の推進につ

いて具体的な方策を検討する段階に来ているのではないかと考えるところです。  

 町行政としてどのように保育のあり方を展望し、保護者に信頼ある状況を整え

ていくのか、現時点での町長の御認識と所見をお聞かせいただきたいと思ってい

ます。  

 第２点目には、唐院小学校の跡地利用の検討についてであります。  

 川西小学校への統合が、保護者を初め地域の関係者各位の努力によってスムー

ズに実現してまいりました。残された課題は、これに引き続いて学校施設を新し

く建て替える計画とあわせて、唐院小学校の跡地利用の方向になります。とりわ

け跡地利用については、広い視野で幅広く検討していかなければなりません。庁

内では、唐小学校の跡地利用の検討について各部局で協議することとなっている

と聞き及んでいますし、また始められているようですが、どのような手順や方法

で協議・検討がされているのでしょうか。私には、この間課題として挙がってい

る、先に述べました保育施設の充実の適地との思いがあっても、それはあくまで

も規模的にも一部でしかなく、それで足りるスケールのものではございません。

今のところ、私にも具体案は持てていません。広い視野で町政としてどうしてい

くのが最もふさわしいのか、住民から拙速とそしりを受けないように、少なくと

も手順や方法を整理する必要があるのではないかと感じるところであります。  

 かけがえのない川西町住民の保有財産であります。住民にとって透明で有効に

活用していかなければなりません。少なくともその決定過程に住民代表が加わり、

住民にその過程が公開されていかなければなりません。現在、いまだそうした段

階に至っていないとはいえ、開発許可の制限条件や町としての優先課題等の検討



  

の基 礎となる条件 の整理 が必要です。 その上 で各部局から の計画 案を募り、検

討・審議する機関の設置や関係機関やこれから対象となる関係者などとの折衝を

重ねていくことになるのではないかと思うところであります。  

 その道筋について、町長はどのようにお考えいただいているのか、お示しいた

だきたいと思います。  

 以上でございます。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（上田直朗君）   まず、保育行政の件でございます。  

 本町の保育行政の中で、町の保育所の措置及び保育の実施におきましては、こ

れまでは成和保育園が昭和２４年６月に設立された町唯一の私立の保育所として、

また、昭和５１年に設立されました町立下永保育園とともに、その占めるウエー

トは大きいものでございました。平成１７年度１１月に、成和保育園で保護者の

信頼を損なうような事件がございまして、議員もご承知のことと思います。その

後、県のこども家庭課による２度の指導監査を初め、町と園と６度の会議を実施

して、運営の正常化を図ってきたところでございます。現在、県及び町の指導事

項につきましては是正されておりまして、議員の御指摘の件につきましては、苦

情処理マニュアルを作成し、相談窓口も設置して、園長、事務長及び主任保育士

で対応されております。  

 保護者会につきましては、園において呼びかけを行っておりますが、まだ設置

されておりません。厚生労働省の見解によりますと、保護者会については児童の

保護者が任意で結成できるものであるということになっております。現在、保護

者会に代わるものといたしまして、全児童の保護者を対象として個人懇談会を年

に１回実されております。また、４歳児及び５歳児につきましては、クラスごと

の懇談会を年２回実施されております。  

 成和保育園において本年度４月に保育を実施しております児童数は１０９名で

ございます。入所待ちの児童は６人でございますけれども、いわゆる待機ではな

くて、ゼロ歳児保育を実施しておりませんので、生後１１カ月という月日が経過

いたしますと要件が整いますので、１歳児として入所されるわけでございます。

９月現在で、この６人につきましては、生後１１カ月を経過後の１歳児として順

次入所されております。  

 現在、保育園の施設の中では、新しいものでも昭和５０年の建築でありまして、

ゼロ歳児保育を実施するためには、施設の改善を要すると思っておるところでご

ざいます。  

 障害児保育につきましては、個人面談の上、入所の判断をされております。前

年度に入所希望のあった１件につきましては、対応できないということで、成和

保育園へは入所できませんでした。保育に欠ける障害児につきましては、保育所

の集団保育が可能な限り、できるだけ保育所に受け入れて、健常な児童とともに

保育することが、その福祉を図るために望ましい方法である。そうしたところか

らも、町としても川西町障害児保育事業補助交付金要綱を作成して、障害児の保

育に助成し、受け入れを促進しておるところでございます。成和保育園に対しま

しても、障害児のより積極的な受け入れに関してこれからも協議していきたい、



  

こういうふうに考えております。  

 全国で認可保育園に申し込みながら満員で入所できない待機児童は、本年４月

１日時点で、前年同期と比べまして５ ,８３４人、２９ .８％、約３０％弱の増で

ございまして、２万５ ,３８４人でございました。２年連続の増加で、２万５ ,０

００人を超えたのは６年ぶりということでございまして、増加の人数や率は現行

方式の統計を始めて以来、過去最高を記録しているということでございます。  

 昨年秋以降、雇用情勢や賃金水準が悪化しており、厚生労働省は、不況で共働

きが増えたのが大きな原因と見ているところでございます。  

 本町におきましても、４月１日現在の保育所入所児童の人数は、平成１９年度

は１０２名で、平成２０年度は１１０名、平成２１年度、今年度は１３０人とな

っております。成和保育園の入所児童数は、２０年度が９０人に対しまして、２

１年度の４月１日現在で１０９人となっております。９月現在１１８人、１０月

には定員の１２０人になる見込みでございます。また、９月現在の入所待ちの児

童は６人でございますが、そのうちの５人につきましては、いわゆるゼロ歳児で

ございまして、ゼロ歳児保育を実施しておりませんために、生後１１カ月という

要件を待っているというのが現状でございます。待機児童の１名につきましても、

定員に達しておりませんけれども、定員の１５％まで入所について認められます

ために、職員の手当てができ次第、入所できる見込みということになっておりま

す。  

 保育所は、保護者が働いたり病気の状態にあるなどのために家庭において十分

な保育ができない児童を家庭の保護者に代わって保育することを目的とした施設

でございまして、通所する児童の心身の健全な発達を図る役割も有するものでご

ざいます。保育園は、国が定めた保育所保育指針や児童福祉施設最低基準などの

それぞれの規定の厳守のもとに、児童の成長を支援する保育の実施に取り組んで

おります。今後も子育て支援という広い分野において、保育所の監視や監督を行

い、子育て支援のための取り組みを行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。  

 また、昨年度には厚生労働省のほうで社会保障審議会少子化対策特別部会にお

きまして、保育所を利用される利用者との直接契約を導入するという方針が打ち

出されておりますので、最低基準の廃止、見直しや政府におきますそうした施策

の変更が行われる見込みでありますので、今後それらを十分に踏まえながら対応

してまいりたい、このように考えております。よろしく御理解いただきたいと思

います。  

 それから、唐院小学校の跡地の利用についての御質問でございます。  

 この４月に閉校となりましたが、その後も一部給食センターとして管理運営を

行っておりますし、また、体育館は避難場所として指定をいたしております。町

といたしましても、この施設及び跡地を有効かつ効率的に活用するための検討と

いたしまして、まず唐院小学校跡地利用庁内検討会議を立ち上げまして、関係各

課により具体的な利用計画を求めるべく、第１回会議を９月の初めに開催したと

ころでございます。  

 この会議では、各部署でそれぞれ所管する跡地利用施策の活用方法について具



  

体的内容を検討いたしてまいります。避難場所として、また給食センターとして

活用いたしておりますので、これらとあわせて検討していく必要がございます。

ある程度具体的になってまいりましたら、外部の方からもいろんな意見をお聞き

するよう、跡地利用の検討会を設置して、庁内検討会議により作成された活用方

法の内容について検討していただきたいと、こういうふうに思っております。川

西町の財産である唐院小学校跡地については、全庁的に、そしてまた地域の皆さ

ん方の意見を聞きながら取り組んでいきたいと、このように考えておりますので、

よろしく御理解いただきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   香川議員。  

２番議員（香川明英君）   そういう意味では、保育所の現状としては改善されてきた

ということで認識を改めて進めていきたいと思います。やはり町の主体的な望ま

しい保育の内容であるとか、あるいは今後の先を見据えた整備の方向であるとか

いうことも含めて、基準をつくっていく、あるいは基本的な計画づくりを展望し

ていくということが必要ではないかというふうに思っています。  

 これまで長い間お世話になってきて、町が委託をするという形で来たわけです

けれども、その内容について、ある程度町が求める保育内容といいますか、水準

といいますか、そうしたことも含めて協議をしていくという方向でなければ、一

法人の力だけではなかなか十分でないというようなこともあると思いますので、

そういう意味では、町が保育の内容のあり方について基本的なラインを出しなが

ら、そこにすり寄せていくというような方向性が今求められるのではないか。ま

た、老朽化や耐震の問題も含めまして、やはり河川敷等の立地条件の問題も含め

て、建て替えがなかなか許可が出にくいというような状況もありますので、他町

との関係を見ましても、非常に老朽化が進んできているということもあわせて、

今後成和保育園がそうした建て替えの意思を持ってもらえるのかどうか、その辺

もあわせて今後の保育行政の展望を開くような検討の時期に今来ているのではな

いかなというふうに思うところであります。  

 そうした意味で、基準づくりというか、町が求める保育の内容のあり方という

のを示しながら、そこに内容充実をすり寄せていってもらう、そういう方向性が

求められているというふうに思います。  

 それから、跡地利用の件につきましては、まだまだ検討といいましても、課題

として整理の方向を考えられているということだと思いますし、現実に、町長も

今述べられましたように、給食施設の関係、あるいは避難所との関係も含めて考

えていかねばならないのは重々承知しているところでありますけれども、教育委

員会を中心に検討が始まったというようなことも含めてお聞きしましたけれども、

基本的には全庁的な討議を中心にしながら、町としてどういう活用をしていけば

いいのか、ある意味、学校建設、建て替えが課題になっている関係上、財政的に

は適切な企業に売れたら一番助かるというようなこともあるわけですけれども、

今の経済状況の中で非常に厳しいですし、また、そこに絞り込んでも、相手があ

ることですから、なかなか決まり切らないという部分も含めて、後の手だてをな

くしてしまうというようなことがあってもなりませんし、広い視野で、町の施策

として何が必要なのか、基本的には売り払うこともあわせて行くのか、それとも



  

残して再活用をするのかということも含めてなってくるかと思いますけども、そ

うした広い視野で取り組みをよろしくお願いしておきたい。  

 そういう意味では、その際にある程度の枠を、いわゆる建設条件であるとか、

あるいは活用・利用の条件を整理をいただきながら、銘々担当部なり各課で協議

といいましても、ある程度の基準がなければなりませんし、その方向性を大まか

なものを示して協議していくということが必要ではないかと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（上田直朗君）   まず、保育所のことでございますけれども、先ほども申し

ましたように、成和保育園は昭和２４年に設立されました。その後増築をされ、

そしてまた建物も整備をされてまいりました。一時は成和保育園も２３０名ほど

の児童数を保育するという規模まで大きくなったんですけれども、少子化の中で

最近は児童数も減ってまいりましたので、昨年度から定員を１２０名に減らされ

ての保育をされているわけです。そういう中で、ゼロ歳児を保育していくとか、

あるいはまた障害児を受けていくということになってまいりますと、児童数によ

って保育士の数を相当手当てしていかなければならないし、ある程度安定的に児

童が入所してまいりましたら対応できるんですけれども、多くなったり少なくな

ったりしますと、それが保育所の経営に大きく影響しますので、ゼロ歳児につい

ては今のところ受けておられないということがございますし、また、施設につい

てももう少し整備しなければなりませんので、そういうことで今はゼロ歳児を受

けておられないし、また障害児につきましても、それだけの保育士が必要ですの

で、それで受けられないということで、面接されて、みんなと一緒に保育できる

場合は受けられるんですけれども、ちょっと障害の大きい子については、ちょっ

と保育所で対応できないというところから、お断りされているようでございます。  

 そうした施設も整備していき、また、将来的にどのように考えておられるのか

ということにつきましても、設置されております成和保育園ともう少し協議をし

ながら、将来的な展望も含めて、我々も助成する、あるいはまた支援するところ

につきましてはやはりしていきたいと思っておりますので、これらにつきまして

は、今も詰めておりますけれども、もう少し詰めながら、また考えを町のほうか

らも示しながら、これからの保育行政を進めていきたいと、こういうふうに思っ

ておりますので、ひとつ御理解いただきたいと思います。  

 それから、唐院小学校の跡地でございますけれども、この４月に空いたわけで

ございまして、その後、運動場につきましては川スポの野球部の皆さんが活用し

ておられますし、また、体育館は今申しましたように避難所になっておりますし、

また、給食センターもああいうふうに活用しておりますので、それらとあわせて

考えていかなければならないというふうに思っております。貴重な大きな敷地で

ございますので、やはりできるだけ地域の皆さん方に歓迎してもらえるとか喜ん

でもらえる、そうした施設にしていくのがいいのではないかなと私は思っておる

んですけれども、どういう施設に活用できるかというそれぞれの分野でそれぞれ

の課が検討して、いろいろ意見を出し合って、そして、それらについて県なりあ

るいは規制を含めて研究してまいりたいと思っております。ある程度、一つのこ



  

ういう形でどうだろうかということになってまいりましたら、議員の皆さん、ま

た地域の皆さん方にもお話しさせていただいて検討してまいりたい、こういうふ

うに思っておりますので、そのようにひとつ御理解いただきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   １０番  芝和也君。  

10番議員（芝  和也君）   おはようございます。  

 議長の許可を得まして、引き続き町長に質問します。内容は、さきに通告して

ありますように、予防保健行政の拡充に向けまして、子どもの細菌性髄膜炎の予

防につながるヒブワクチンや高齢者の死因で高い割合を示している肺炎の予防に

効果が発揮されている肺炎球菌ワクチンなどの接種に対する助成制度の創設を求

めるものであります。  

 少子高齢化の中、健康長寿が叫ばれ、地域住民の健康をどう守っていくかが自

治体には鋭く問われてきています。こうした中、自治体レベルでの健康増進に向

けた取り組みに、現在任意接種となっているワクチン接種に対して助成制度を設

け、住民の健康増進に努める自治体が広がってきています。そこには、市町村の

姿勢として住民の健康増進を具体的に進めていこうとするあらわれや、今日の経

済情勢がもたらす住民にかぶさってくる経済的な負担を少しでも和らげ、暮らし

を応援しようとする自治体本来の役割が発揮されていることをうかがい知ること

ができますし、こうした取り組みを進めた結果、健康維持が促進し、健康度が引

き上がり、医療費の支出を抑える要因を生み出している側面もうかがえます。  

 取り組みの中身では、高齢者の肺炎球菌ワクチンや子どもへのヒブワクチンの

任意接種を定期接種になるよう国に働きかけながら、自治体自らの行いとして、

冒頭触れましたとおり、費用負担を和らげるべく、伴う費用の半分程度の助成を

実施する取り組みが始められてきています。もちろん社会的弱者である高齢者や

子どもを取り巻く病気の予防には大いに効果が発揮されているところであります。  

 現在、我が国の高齢者の死因の４番目が肺炎になってきているようでして、イ

ンフルエンザに感染した高齢者の約４分の１が肺炎球菌などの細菌性の肺炎だと

も言われています。そして、これら高齢者の場合は、こうした病気に感染すると、

若い人に比べて死亡率が高く、年を追うごとにその傾向が高まってきているよう

であります。ですから、これらの事態に対応する対策が大きく求められてきてい

ます。  

 そこで、こうした細菌性の肺炎に効果を発揮すると認められているのが肺炎球

菌ワクチンの接種で、予防効果だけにとどまらずに、治療における抗生物質も效

きやすく、肺炎が原因で引き起こされる感染症などの予防にも効果があると注目

されているようです。  

 また、子育て中の親御さんの間で心配されているのが、子どもさんの細菌性髄

膜炎であります。これは、子どもがもともとのどや鼻の奥に持っているヒブ菌が

血液中に侵入して、脳を包んでいる髄膜に炎症を起こす病気で、一たび感染して

しまうと、耐性菌の急激な増加が始まり、治療が困難となって、最悪はこの勢い

を止められなければ死に至ることもあり、決して甘く見てはなりませんし、死亡

率も５％程度ある病気だということを十分踏まえておく必要があります。そして、

国内での細菌性髄膜炎の７割がこのヒブ菌によることからも、それに対応するヒ



  

ブワクチンの接種とその促進が急速に求められていることは、当事者を初め医療

関係者などか強い要望が上がっていることからもうかがえますし、それらを受け

て取り組まれている自治体の助成状況からもうかがえます。  

 このヒブワクチンは、欧米では９０年代前半には定期接種化が始まっており、

早くから導入したこれらの国々では、細菌性髄膜炎の発生も減少しており、デン

マークなどでは、既に発生がゼロになっているという報告もなされているようで

す。こうした先進事例を踏まえまして、ＷＨＯ (世界保健機関 )では、１９９８年

にすべての国に対して乳幼児へのヒブワクチンの定期接種、つまり無料接種を求

める勧告を出して定期接種に組み込むことを推奨していますが、我が国では、そ

れから１０年近くたった昨年１２月にやっと接種することが認可されたのが現状

で、費用負担を伴う任意接種にとどまっています。  

 こうした一連の様相からも、既に述べたように、その効果に期待するところは

大きいものがあるようですし、取り組みとしては定期接種化を求める世論と運動

も広がっているようでありますから、助成事業に取り組む自治体が広がってきて

いるところであります。  

 そこで、現在任意接種となっているこうしたヒブワクチンや肺炎球菌ワクチン

の接種に対して、本町でもその促進をし、住民の健康の増進と国保会計などの医

療費の安定化に向けた取り組みとして、これらワクチン接種に一定の助成を行い、

住民の健康管理の向上に資する取り組みの制度化、強化を求める次第であります。  

 以上、御答弁をよろしくお願いいたします。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（上田直朗君）  予防保健行政についてでございますけれども、御質問にござ

います任意の予防接種である肺炎球菌ワクチンは、高齢者の肺炎で最も多い起因

菌である肺炎球菌に有効なワクチンで、慢性呼吸器疾患、心不全などの疾患のあ

る方にも特に有効であると言われております。また、このワクチンは、肺炎予防

効果とともに肺炎球菌による肺炎になっても軽症で済む、抗生物質が効きやすい

なども挙げられております。ワクチンの接種につきましては、１回接種で５年以

上効果を有するとされておりますが、日本におきましては、２回目の接種は認め

られていないようでございます。効果につきましては、高齢者に対する検討では、

７７％の有効率を示したという報告がある一方で、効果は疑問という報告も一部

にあるようでございます。  

 これらのことから、肺炎球菌ワクチンの効果は完全に確立されていないという

ことですが、インフルエンザ流行時の二次感染、いわゆる肺炎、そして予防とし

て肺炎球菌ワクチンを接種することによって抵抗力の弱い高齢者を肺炎から守る

ということについては有効であるとのデータとなっているそうでございます。し

かしながら、ワクチンの接種は法律で定められたものではなくて、今は任意接種

という段階でございます。そして、費用におきましては、６ ,０００円から９ ,０

００円程度必要ということでございます。  

 次に、ヒブワクチンについてでございますけれども、細菌性髄膜炎を予防する

ワクチンで、日本においては２００８年ごろから接種が可能となったものでござ

います。日本において細菌性髄膜炎の患者数は年間５００人から６００人程度で



  

あり、その約６０％が２歳未満の子どもで、罹患者のうち２０～３０人が死亡し

ている、また後遺症を残す子どもが１００人以上いるとのデータもございます。

このワクチンは、接種を始めた年齢によって接種回数が異なり、７カ月未満の子

どもであれば４回、１歳で開始する場合は１回となっているそうでございます。

これは、１回当たりの自己負担額は８ ,０００円程度となっております。  

 欧米では１９９０年代から導入され、ＷＨＯも接種を推奨しておりますが、日

本では予防接種法に基づく定期の予防接種としては行われておりませんので、こ

れについても保護者の意思による任意接種となり、全額自己負担となっているの

が現状でございます。  

 現在、県内では１市１村が接種料金の助成を行っている状況でございます。２

つの任意接種のワクチンに係る一部助成につきましては高齢者対策、少子化対策

などの福祉対策の面からも、対応についてやはり前向きに検討したいと考えてお

りますけれども、これらの副作用や、あるいは接種におきますいろいろな課題に

ついてもう少し状況を見きわめてから対応してまいりたい、実施してまいりたい、

こういうふうに思っておりますので、そのように御理解いただきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

10番議員（芝  和也君）   いずれにしましても、こうした住民の皆さんの健康を取り巻  

く状況を自治体がどう支えていくかとうい観点で、今回の質問にあります肺炎球

菌ワクチンやヒブワクチンに対する助成事業ですけれども、前向きに検討すると

いうお話は答弁であったかというふうに思います。中身について、その効果や副

作用、その辺について慎重にいきたいので、もう少し検討すると、こういうこと

であったかと思います。  

 制度や肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの実施状況、そして効果、そういった

問題については今町長が御紹介になったとおりでありますし、いずれにしまして

も、流れとしては、そういう効果のもとに世界保健機関としては各国に定期接種

化、制度として無償の制度でワクチン接種をしていくようにということが勧告さ

れているということでありますから、取り組みとしては、それをどう支えていく

かということになると思います。定期接種化ということになりますと、それは国

が制度で決めてきますし、そこには副作用の問題も踏まえて、そういった問題に

対してどう対応していくのかということも考えて、きちっと定期接種化をし、仮

にもし何らかの副作用が発生した場合にも対応するすべを備えての対策が定期接

種化だというふうに思います。今の場合はまだそこが慎重に検討されているわけ

ですけれども、いずれにしても、効果としては、あるなしを考えた場合、あるほ

うが ずっと高いわ けです から、そこで 、任意 接種の段階で それぞ れの皆さんが

「これは打っておこう」という判断のもとに打っておられるということでありま

すし、打てば、さっき町長が紹介されましたような効果が出るということです。

そうなりますと、自治体としてそれをどう応援するかという問題が一つと、もう

一つは、制度として一定の費用がかかりますから、任意接種なので置いておこう

と思って打たないで感染した場合に、やっぱり治療に要する医療費が相当かかり

ますので、その医療費の支出と、予防として一定額を助成して打ってもらって、

感染しなかったとか、あるいは軽度の発症で済んで治療も比較的早くできたとい



  

う場合の医療費の支出が少なくて済んだという、この２つの側面で物を考えてい

くことが自治体としては当然必要ではなかろうかというふうに思います。  

 そういう点で、副作用云々の問題は制度をきちっとどうするかを決める国レベ

ルの段階だと思いますし、自治体としては、それはそれで国の動向を踏まえなが

らも、まずはその取り組みをどうやって応援していくかという、そこの部分を考

えるのが自治体の役割ではないか。ですから、紹介のあったように県内で２自治

体、全国的にも少なくない自治体で今取り組みが広がってきているところであり

ますし、そういう意味で、私は、考え方としては、やっぱり自治体としては皆さ

んの日頃の暮らしをどう応援するか、支えるかということで、それに対する一定

額の補助制度をつくっていくべきだというふうに思いますし、同時に、そのこと

が町の医療費の支出に対してどれだけ影響が出るか、そこの効果と両側面でにら

んでいくことが必要ではないかというふうに思います。  

 本町の人数から大体計算をしてみましても、費用的には３００万円、４００万

円で済む金額になってくるというふうに思います。そうしますと、町の予算の中

でそれを工面するということは、町長の手腕からすると、そう難しい問題ではな

いと思いますし、要は、あとは判断をどうするかということにかかってくると思

います。町長が慎重にと言っておられた部分は、国は国で慎重に事を進めて、定

期接種化、そっちのほうは国が進めるわけですから、自治体としては、今の皆さ

んの暮らしの現状を踏まえてどう応援するかという部分の判断があればできる問

題だというふうに思います。そういう点では、町財政の状況からすれば、そう難

しいことではないと思いますから、そういう点で、皆さんの暮らしをどう支える

のか、健康をどう守るのかという本来自治体の持っている含みの部分、ここの判

断をぜひ積極的にしていただいて、そういった応援施策の一つとして取り組むこ

とを改めて求めるものであります。  

 以上、よろしくお願いします。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（上田直朗君）   このワクチンに対します制度が、国では２００８年、昨年か  

ら認められておりますので、そういう事例と申しますか、実例が我が国の中で非

常に少ないということで、先ほど申しましたように、一部の中で効果について疑

問の部分があるような論評と申しますか、そういう部分も出ておりますので、そ

れらを確認しながら、そして、町として助成し、促進するわけですから、それだ

けの部分を確認して、間違いない、安全だと言われることを確認してから実施し

ていくことが必要ではないかというふうに思っておりますので、早急にこうした

医療関係の部分につきまして研究いたしまして、さしたる副作用はないというよ

うなことでありますならば、やはりこれは導入していただき、多くの皆さん方に

接種していただくことがいいのではないかと思いますので、できるだけ早く結論

を出したいと思っております。  

 そういうことで、ひとつ御理解いただきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   これをもちまして、一般質問を終わります。  

 これより議事に入ります。  

 お諮りいたします。  



  

 日程第５、認定第１号から、日程第２１、同意第３号までの各議案につきまし

ては、既に招集通知とともに配付しております関係上、各位におかれましては熟

読願っておりますので、この際、議案の朗読を省略したいと思いますが、これに

御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、議案の朗読を省略いたします。  

 日程第５、認定第１号、平成２０年度川西町一般会計・特別会計決算について

を議題といたします。  

 当局の説明を求めます。  

 町長。  

町   長（上田直朗君）   それでは、今議会に上程いたしました議案等の提案要旨に

ついて御説明を申し上げます。  

 まず、日程第５、認定第１号、平成２０年度川西町一般会計・特別会計決算に

ついてでございます。平成２０年度川西町歳入歳出決算書の１ページを御覧くだ

さい。なお、右下または右上にページを示しておりますので、よろしくお願いい

たします。  

 平成２０年度の一般会計決算につきましては、歳入決算額４０億８ ,６５４万２ ,

６７１円、歳出決算額３９億７ ,９４８万１ ,３４５円、歳入歳出差し引き額１億

７０６万１ ,３２６円となっており、これを翌年度へ繰り越しとさせていただきた

いと思います。  

 次に、２ページに移っていただきます。この繰越額１億７０６万１ ,３２６円か

ら翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費繰越額２ ,５５１万１ ,０００円を

差し引きまして、実質収支額は８ ,１５５万３２６円となるものであります。  

 その他特別会計を含めまして、詳細につきましては会計管理者のほうから説明

いたしますので、よろしくお願いいたします。  

議   長（森本修司君）   鈴木会計管理者心得。  

会計管理         者心得（鈴木輝雄君）   それでは、認定第１号、平成２０年度川西町一般会

計並びに特別会計の歳入歳出決算書を御覧願います。  

 一般会計から順次説明させていただきます。２ページをお願いいたします。  

 初めに実質収支に関しまして、ただいま町長が申し上げました歳入総額４０億

８ ,６５４万２ ,６７１円、歳出総額３９億７ ,９４８万１ ,３４５円で、差し引き

額は１億７０６万１ ,３２６円、翌年度へ繰り越すべき財源としての繰越額が２ ,

５５１万１ ,０００円のため、実質収支額は８ ,１５５万３２６円であります。  

 次に、３ページをお願いいたします。決算書の歳入の各款について説明いたし

ます。  

 第１款の町税は、予算現額１３億１ ,０６５万円、これに対しまして収入済額は

１３億１ ,０１９万７４３円、この収入済額は歳入決算額の３２ .１％になります。  

 第２款の地方譲与税は、予算現額３ ,１８０万円、これに対しまして収入済額は

３ ,２４３万７ ,０００円でございまして、歳入決算額の０ .８％になります。  

 第３款の利子割交付金は、予算現額５９０万円に対しまして、収入済額は５９

９万４ ,０００円、これは歳入決算額の０ .１％になります。  



  

 第４款の配当割交付金は、予算現額３４０万円に対しまして、収入済額３７５

万５ ,０００円で、これは歳入決算額の０ .１％になります。  

 第５款の株式等譲渡所得割交付金は、予算現額３２０万円、これに対しまして

収入済額は１１１万１ ,０００円であります。  

 ４ページをお願いいたします。  

 第６款の地方消費税交付金は、予算現額７ ,２７０万円に対しまして、収入済額

は７ ,８６３万５ ,０００円、これは歳入決算額の１ .９％になります。  

 第７款の自動車取得税交付金は、予算現額１ ,６９０万円、これに対しまして収

入済額は１ ,６２６万円で、歳入決算額の０ .４％になります。  

 第８款の地方特例交付金は、予算現額、収入済額とも同額の１ ,７９３万７ ,０

００円で、これは歳入決算額の０ .４％になります。  

 第９款の地方交付税は、予算現額、収入済額とも同額の１３億２ ,３２９万円で、

歳入決算額の３２ .４％であります。  

 第１０款の交通安全対策特別交付金も、予算現額、収入済額とも同額の８６万

５ ,０００円であります。  

 第１１款の分担金及び負担金は、予算現額４ ,０２５万８ ,０００円に対しまし

て、収入済額３ ,６７５万５ ,６８４円、収入未済額１万８ ,９００円で、この収入

済額は歳入決算額の０ .９％であります。  

 第１２款の使用料及び手数料は、予算現額５ ,３５０万６ ,０００円に対しまし

て、収入済額５ ,８１０万１ ,０４０円、収入未済額１４９万７ ,８２０円で、この

収入済額は歳入決算額の１ .４％であります。  

 第１３款の国庫支出金は、予算現額は３億６ ,１３２万７ ,０００円、これに対

しまして収入済額は１億５ ,１０９万１ ,８７４円で、この収入済額は歳入決算額

の３ .７％であります。なお、収入未済額２億３５１万４ ,０００円、これは全額

が翌年度繰越事業分であります。  

 第１４款の県支出金は、予算現額１億５ ,３１９万７ ,０００円、これに対しま

して収入済額１億４ ,４９２万６８９円、これは歳入決算額の３ .５％であります。  

 第１５款の財産収入は、予算現額１ ,２１０万６ ,０００円、これに対しまして

収入済額は１ ,２０５万２ ,６９６円、歳入決算額の０ .３％であります。  

 第１６款の寄附金は、予算現額１０万円に対しまして、収入はございませんで

した。  

 第１７款の繰入金は、予算現額４億７ ,０５３万円、これに対しまして収入済額

４億７ ,００６万８ ,５９９円を土地開発基金、財政調整基金、自治振興基金から

繰り入れいたしました。  

 ６ページをお願いいたします。  

 第１８款の繰越金は、予算現額１億２９９万７ ,０００円、これに対しまして収

入済額は９ ,１１３万８４２円で、歳入決算額の２ .２％であります。  

 第１９款の諸収入は、予算現額１ ,４３２万円、これに対しまして収入済額は１ ,

９９０万３ ,５０４円で、歳入決算額の０ .５％であります。  

 第２０款の町債は、予算現額３億５ ,７２４万３ ,０００円、これに対しまして

収入済額は３億１ ,２０４万３ ,０００円で、この収入済額は歳入決算額の７ .６％



  

であります。なお、収入未済額４ ,５２０万円は、翌年度繰越事業分であります。  

 以上、歳入の各款について申し上げましたが、歳入合計は、予算現額４３億５ ,

２２２万７ ,０００円に対しまして、調定額４３億９ ,７０３万６ ,１３９円、収入

済額は４０億８ ,６５４万２ ,６７１円で、不納欠損額４７３万２ ,５４６円、収入

未済額は３億５７６万９２２円になりました。  

 続きまして、歳出の各款について説明いたします。７ページをお願いいたしま

す。  

 第１款の議会費は、予算現額８ ,４３５万９ ,０００円、これに対しまして支出

済額は８ ,１９９万７ ,１０５円で、その執行率は９７ .２％であります。  

 第２款の総務費は、予算現額１０億６ ,３４５万４ ,０００円、これに対しまし

て支出済額は８億７ ,７１９万５ ,５８５円、翌年度繰越額１億７ ,８７９万１ ,０

００円で、執行率は８２ .５％であります。  

 第３款の民生費は、予算現額９億８４万円、これに対しまして支出済額８億３ ,

４８７万２ ,６２０円、翌年度繰越額４７１万６ ,０００円で、執行率は９２ .７％

であります。  

 第４款の衛生費は、予算現額２億１８４万９ ,０００円、これに対しまして支出

済額は１億９ ,４６４万９ ,３９１円で、執行率は９６ .４％であります。  

 ８ページをお願いいたします。  

 第５款の農商工業費は、予算現額４ ,３６１万８ ,０００円に対しまして、支出

済額は４ ,２３１万１ ,１３５円で、執行率は９７ .０％であります。  

 第６款の土木費は、予算現額５億４ ,２６５万２ ,０００円に対しまして、支出

済額４億６ ,２２３万１ ,３４０円、翌年度繰越額が７ ,０９３万９ ,０００円で、

執行率は８５ .２％であります。  

 第７款の消防費は、予算現額１億７ ,２５４万３ ,０００円に対しまして、支出

済額１億７ ,１２７万８ ,５２０円で、執行率は９９ .３％であります。  

 第８款の教育費は、予算現額４億７ ,０９９万１ ,０００円、これに対しまして

支出済額は４億４ ,６１９万７ ,４６４円、翌年度繰越額１ ,９７７万９ ,０００円

で、執行率は９４ .７％であります。  

 第９款の公債費は、予算現額８億４ ,４７３万５ ,０００円、これに対しまして

支出済額は８億４ ,４６１万４ ,１８１円であります。  

 第１０款の諸支出金は、予算現額２ ,４１８万６ ,０００円に対しまして、支出

済額２ ,４１３万４ ,００４円であります。  

 第１１款の予備費３００万円は、支出いたしておりません。  

 以上、一般会計の歳入歳出各款について申し上げましたが、歳出合計額は４３

億５ ,２２２万７ ,０００円、これに対しまして支出総額は３９億７ ,９４８万１ ,

３４５円になります。歳入歳出差し引き残額１億７０６万１ ,３２６円を平成２１

年度へ繰り越しいたしました。  

 続きまして、財産に関する調書でございます。１１１ページをお願いいたしま

す。  

 決算年度中に増減のあった物件のみ申し述べさせていただきます。  

 まず初めに、公有財産の土地及び建物で、公営住宅の非木造の建設で、下永地



  

区で２戸建設いたしました。１５９平方メートルの増でございます。  

 続きまして、１１２ページの有価証券及び出資による権利では、３番目の出資

による権利の部で、山辺広域振興基金出捐金で、広域消防庁舎整備に充当される

ための権利放棄、これに伴って７６３万２ ,８９６円の減額でございます。  

 続きまして、物品について主なものでございます。幼稚園の送迎用のマイクロ

バスを１台買い換え、それと体育施設費で乗用芝刈り機を１台購入いたしました。

主なものはこの２つでございます。  

 続きまして、１１４ページの基金について説明いたします。  

 各基金の増減につきましては、まず取り崩しのほうで、財政調整基金の取り崩

しが２ ,３１４万１ ,０００円、それから地域福祉基金の取り崩し１万４ ,０２５円

及び住宅新築資金等運用基金の取り崩し７０４万３ ,５７０円、それと自治振興基

金を地域集会所等の助成分として４ ,６８２万２ ,０５９円取り崩しいたしました。

また、川西町立学校施設整備基金に積み立てるため、土地開発基金を４億円取り

崩しいたしました。  

 基金への積み立てにつきましては、ただいまの学校施設整備基金に４億円の積

み立て、それから介護保険準備基金に４ ,２７３万６ ,７３４円、介護従事者処遇

改善臨時特例基金に５４０万７ ,３１４円でございます。そのほかは、各基金の利

息分の積み立てでございます。  

 以上で一般会計の説明を終わります。  

 続きまして、特別会計に入ります。  

 国民健康保険特別会計の決算について説明いたします。  

 国保会計の歳入総額は９億６ ,０７７万６ ,３４７円で、歳出総額は９億２ ,４１

１万１１２円であります。歳入歳出差し引き額３ ,６６６万６ ,２３５円は、同額

が実質収支額であります。  

 次ページの決算書の歳入各款について説明いたします。  

 第１款の国民健康保険税は、予算現額２億１ ,８２５万９ ,０００円、これに対

しまして収入済額は２億１ ,３９２万７ ,９２７円であります。この収入済額は、

歳入決算額の２２ .３％になります。  

 第２款の国庫支出金は、予算現額２億４ ,９３９万９ ,０００円に対しまして、

収入済額は２億４ ,３３７万２ ,３２７円、歳入決算額の２５ .３％であります。  

 第３款の療養給付費等交付金は、予算現額７ ,１４８万８ ,０００円に対しまし

て、収入済額７ ,３７４万７ ,４６５円、これは歳入決算額の７ .７％であります。  

 第４款の前期高齢者交付金、予算現額１億８ ,７７９万８ ,０００円に対しまし

て、収入済額は１億８ ,７７９万７ ,７７８円、これは歳入決算額の１９ .５％であ

ります。  

 第５款の県支出金は、予算現額４ ,３６６万９ ,０００円、これに対しまして収

入済額３ ,６３８万６ ,８３２円で、歳入決算額の４ .１％であります。  

 第６款の共同事業交付金は、予算現額１億５１３万８ ,０００円、これに対しま

して収入済額１億５１３万８ ,５６３円で、歳入決算額の１０ .９％であります。  

 １１８ページをお願いいたします。  

 第７款の財産収入は、予算現額４９万７ ,０００円で、収入済額は６万４ ,００



  

９円でありました。  

 第８款の繰入金は、予算現額６ ,６３２万８ ,０００円に対しまして、収入済額

は一般会計からの繰入金で６ ,２９８万６ ,２４５円で、歳入決算額の６ .６％であ

ります。  

 第９款の繰越金は、予算現額１ ,８１６万４ ,０００円に対しまして、収入済額

は３ ,３０４万１ ,５８０円で、歳入決算額の３ .４％であります。  

 第１０款の諸収入は、予算現額６７万円に対しまして、収入済額１２７万２ ,８

２１円で、これは歳入決算額の０ .１％であります。  

 第１１款の使用料及び手数料は、予算現額２万円に対しまして、収入済額４万

８００円でありました。  

 以上、歳入合計は、予算現額９億６ ,１４３万円、これに対しまして調定額１０

億３ ,０５２万６ ,８３８円、収入済額９億６ ,０７７万６ ,３４７円、不納欠損額

４２９万２ ,６００円で、収入未済額は６ ,５４５万７ ,８９１円になりました。  

 次に、次ページの歳出の各款について説明いたします。  

 第１款の総務費は、予算現額２ ,７２７万４ ,０００円に対しまして、支出済額

は２ ,５３３万９０円で、その執行率は９２ .９％であります。  

 第２款の保険給付費は、予算現額６億５ ,７５０万円に対しまして、支出済額は

６億３ ,６１８万１ ,１３７円、執行率は９６ .８％であります。  

 第３款の後期高齢者支援金等は、予算現額１億４９万５ ,０００円、これに対し

まして支出済額は１億４７万５ ,３９３円、執行率はほぼ１００％であります。  

 第４款の前期高齢者納付金等は、予算現額１５万５ ,０００円、これに対しまし

て支出済額は１３万５ ,２９０円で、執行率は８７ .３％であります。  

 １２０ページをお願いいたします。  

 第５款の老人保健拠出金は、予算現額２ ,２２２万５ ,０００円、これに対しま

して支出済額は２ ,２２２万４ ,２８８円で、執行率はほぼ１００％であります。  

 第６款の介護納付金は、予算現額４ ,６２９万９ ,０００円に対しまして、支出

済額は４ ,６１７万３４７円、執行率は９９ .７％です。  

 第７款の共同事業拠出金は、予算現額８ ,７５１万２ ,０００円、これに対しま

して支出済額８ ,７５０万５ ,５２５円、執行率はほぼ１００％であります。  

 第８款の保健事業費は、予算現額４１２万３ ,０００円、これに対しまして支出

済額は３６９万２１０円、執行率は８９ .５％であります。  

 第９款の基金積立金は、予算現額４９万７ ,０００円に対しまして、支出済額は

６万４ ,００９円でありました。  

 第１０款の諸支出金は、予算現額２９２万円に対しまして、支出済額は２３３

万３ ,８２３円、執行率は７９ .９％でありました。  

 第１１款の予備費の予算現額１ ,２４３万円は、保険給付費の高額療養費のほう

へ７５７万円流用いたしております。  

 以上、歳出合計は、予算現額９億６ ,１４３万円、これに対しまして支出済額は

９億２ ,４１１万１１２円であります。歳入歳出差し引き額３ ,６６６万６ ,２３５

円は、平成２１年度へ繰り越しいたしました。  

 以上で国民健康保険特別会計の説明を終わります。  



  

 続きまして、１４５ページをお願いいたします。老人保健特別会計の決算につ

いて説明いたします。  

 歳入総額１億９１０万２１１円に対しまして、歳出総額が９ ,８４１万３ ,０１

８円で、歳入歳出差し引き額１ ,０６８万７ ,１９３円は、同額が実質収支額であ

ります。  

 決算書の歳入の各款につきまして説明いたします。  

 第１款の支払基金交付金は、予算現額５ ,４９４万６ ,０００円に対しまして、

収入済額が４ ,９６４万７ ,４３７円で、この収入済額は歳入決算額の４５ .５％で

あります。  

 第２款の国庫支出金は、予算現額３ ,５２９万２ ,０００円、これに対しまして

収入済額３ ,０３３万９ ,３３８円で、歳入決算額の２７ .８％になります。  

 第３款の県支出金は、予算現額７２５万６ ,０００円、これに対しまして収入済

額５２４万７ ,６０９円で、歳入決算額の４ .８％になります。  

 第４款の繰入金は、予算現額７６０万６ ,０００円に対しまして、収入済額５９

９万５２３円、歳入決算額の５ .５％であります。  

 第５款の繰越金の収入はございません。  

 第６款の諸収入は、予算現額１２万円に対しまして、収入済額は１ ,７８７万５ ,

３０４円で、歳入決算額の１６ .４％であります。  

 以上、歳入合計は、予算現額１億５２２万円に対しまして、調定額、収入済額

とも１億９１０万２１１円になりました。  

 続きまして、１４７ページの歳出の各款について説明いたします。  

 第１款の総務費は、予算現額７４万円に対しまして、支出済額は６４万１ ,９５

２円で、執行率は８６ .８％であります。  

 第２款の医療諸費は、予算現額８ ,３９６万９ ,０００円に対しまして、支出済

額７ ,７９０万５ ,６８２円で、執行率は９２ .８％であります。  

 第３款の公債費は、予算現額７万円で、支出はいたしておりません。  

 第４款の諸支出金は、予算現額５０万円に対しまして、支出済額４万５ ,０９０

円であります。  

 第５款予備費の予算現額１２万円につきましては、支出いたしておりません。  

 第６款の前年度繰上充用金は、予算現額１ ,９８２万１ ,０００円に対しまして、

支出済額１ ,９８２万２９４円であります。  

 以上、歳出合計は、予算現額１億５２２万円に対しまして、支出済額９ ,８４１

万３ ,０１８円となりました。歳入歳出差し引き額１ ,０６８万７ ,１９３円は、平

成２１年度へ繰り越しいたしました。  

 以上で老人保健特別会計の決算の説明を終わらせていただきます。  

 続きまして、１５５ページをお願いいたします。  

 後期高齢者医療特別会計の決算について説明いたします。  

 歳入総額８ ,５５５万３ ,８１８円に対しまして、歳出総額８ ,５５３万９ ,３２

２円で、歳入歳出差し引き額は１万４ ,４９６円になります。翌年度へ繰り越すべ

き財源としての繰越額額が１ ,０００円でございます。そのため、実質収支額は１

万３ ,４９６円でありました。  



  

 決算書の歳入各款について説明いたします。  

 第１款の後期高齢者医療保険料は、予算現額５ ,６０７万６ ,０００円、これに

対しまして収入済額５ ,５８１万８ ,０００円で、この収入済額は歳入決算額の６

５ .２％になります。  

 第２款の使用料及び手数料は、予算現額１万２ ,０００円に対しまして、収入済

額６ ,６００円でありました。  

 第３款の繰入金は、予算現額３ ,０２０万１ ,０００円、これに対しまして収入

済額２ ,９１９万２ ,６５６円で、歳入決算額の３４ .１％であります。  

 第４款の諸収入は、予算現額１１６万７ ,０００円に対しまして、収入済額は 53

万６ ,５６２円で、これは歳入決算額の０ .６％であります。  

 第６款の国庫支出金の予算現額２１７万３ ,０００円は、平成２１年度への繰り

越し事業のため、収入はございませんでした。  

 以上、歳入合計は、予算現額８ ,９６２万９ ,０００円に対しまして、調定額８ ,

８１０万９ ,８１８円、収入済額８ ,５５５万３ ,８１８円で、収入未済額２５５万

６ ,０００円になりました。  

 次に、１５７ページの歳出の各款について説明いたします。  

 第１款の総務費は、予算現額が１ ,２６６万３ ,０００円、これに対しまして支

出済額は９９８万７ ,２５２円、翌年度繰越額２１７万４ ,０００円で、執行率は

７８ .９％であります。  

 第２款の後期高齢者医療費広域連合納付金は、予算現額７ ,５５０万９ ,０００

円、これに対しまして支出済額７ ,５２５万４ ,５００円で、執行率は９９ .７％で

あります。  

 第３款の保険事業費は、予算現額９４万６ ,０００円、これに対しまして支出済

額は２９万７ ,５７０円であります。  

 第４款の諸支出金、予算現額１万１ ,０００円は、支出しておりません。  

 第５款の予備費の予算現額５０万円につきましても、支出はございません。  

 以上、歳出合計は、予算現額８ ,９６２万９ ,０００円、これに対しまして支出

済額は８ ,５５３万９ ,３２２円となりました。歳入歳出差し引き額１万４ ,４９６

円は、平成２１年度へ繰り越しいたしました。  

 以上で後期高齢者医療特別会計の決算の説明を終わらせていただきます。  

 続きまして、１６６ページをお願いいたします。  

 介護保険介護事業勘定特別会計の決算について説明いたします。  

 歳入総額が５億９ ,５７８万８ ,３３８円、これに対しまして歳出総額が５億４ ,

８８２万６ ,４１４円、歳入歳出差し引き額４ ,６９６万１ ,９２４円は、同額が実

質収支額であります。実質収支額のうち地方自治法２３３条の２の規定による基

金への繰入額として４ ,２７３万６ ,７３４円を介護給付費準備基金へ積み立てい

たしました。  

 決算書の歳入各款について説明いたします。  

 第１款の保険料は、予算現額が１億１ ,２７９万２ ,０００円に対しまして、収

入済額１億１ ,９０３万４ ,１００円で、歳入決算額の２０ .０％であります。  

 第２款の使用料及び手数料は、予算現額１万２ ,０００円に対しまして、収入済



  

は５ ,１５０円でございます。  

 第３款の国庫支出金は、予算現額１億２ ,６０４万９ ,０００円に対しまして、

収入済額が１億２ ,３３６万５ ,３９２円で、歳入決算額の２０ .７％であります。  

 第４款の支払基金交付金は、予算現額１億５ ,６７３万９ ,０００円、これに対

しまして収入済額１億５ ,０８０万３ ,０００円で、歳入決算額の２５ .３％であり

ます。  

 第５款の県支出金は、予算現額７ ,７１１万９ ,０００円に対しまして、収入済

額は７ ,３８８万５ ,０３９円で、歳入決算額の１２ .４％であります。  

 第６款の繰入金は、予算現額９ ,７２０万２ ,０００円に対しまして、収入済額

９ ,７１９万５ ,８６９円で、歳入決算額の１６ .３％であります。  

 １６８ページをお願いいたします。  

 第７款の諸収入は、予算現額９万３ ,０００円、これに対しまして収入済額は４

万７ ,９５０円でありました。  

 第８款の繰越金は、予算現額４１８万１ ,０００円に対しまして、収入済額３ ,

１４５万１ ,８３８円で、歳入決算額の５ .３％であります。  

 以上、歳入合計額は、予算現額５億７ ,４１９万２ ,０００円に対しまして、調

定額５億９ ,９１８万２ ,１３８円、収入済額５億９ ,５７８万８ ,３３８円、収入

未済額３３９万３ ,８００円でありました。  

 続きまして、歳出の各款について説明いたします。  

 第１款の総務費は、予算現額３ ,４５０万３ ,０００円、これに対しまして支出

済額３ ,２４３万９ ,３８６円、執行率は９４ .０％であります。  

 第２款の保険給付費は、予算現額５億１７万８ ,０００円に対しまして、支出済

額４億８ ,２７１万４ ,５１４円で、執行率は９６ .５％であります。  

 第３款の地域支援事業費は、予算現額２ ,０８１万６ ,０００円に対しまして、

支出済額１ ,７３５万１ ,６９８円で、執行率は８３ .４％であります。  

 次ページをお願いいたします。  

 第４款の財政安定化基金拠出金は、予算現額４９万５ ,０００円、これに対しま

して支出済額４９万４ ,６１２円であります。  

 第５款の公債費は、予算現額６１９万１ ,０００円に対しまして、支出済額は６

１９万３３３円であります。  

 第６款の基金積立金は、予算現額７７１万５ ,０００円に対しまして、支出済額

５４０万７ ,３１４円でありました。  

 第７款の諸支出金は、予算現額４２８万４ ,０００円、これに対しまして支出済

額は４２２万８ ,５６１円で、執行率は９８ .７％であります。  

 第８款の予備費、予算現額１万円につきましては、支出はいたしておりません。  

 以上、歳出合計は、予算現額５億７ ,４１９万２ ,０００円、これに対しまして

支出済額５億４ ,８８２万６ ,４１４円となりまして、歳入歳出差し引き残額が４ ,

６９６万１ ,９２４円であります。このうち、決算処理により地方自治法２３３条

の２の規定による基金への繰り入れ４ ,２７３万６ ,７３４円を除いた４２２万５ ,

１９０円を平成２１年度へ繰り越しいたしました。  

 続きまして、１９３ページをお願いいたします。  



  

 介護保険介護サービス事業勘定特別会計の決算について説明いたします。  

 当会計の歳入総額は９ ,１６８万６ ,６８３円で、歳出総額は９ ,１２５万２ ,２

４１円であります。歳入歳出差し引き額３８万６ ,４４２円は、同額が実質収支額

であります。  

 次ページの決算書の歳入各款について説明いたします。  

 第１款のサービス収入は、予算現額９ ,００５万１ ,０００円、これに対しまし

て収入済額は８ ,８１２万７ ,１４７円で、歳入決算額の９６ .２％であります。  

 第２款の諸収入は、予算現額２万円に対しまして、収入済額は２万１ ,１４１円

であります。  

 第３款の繰入金は、予算現額３１８万９ ,０００円に対しまして、収入済額は同

額の３１８万９ ,０００円であります。  

 第４款の繰越金の収入済額は３０万１ ,３９５円であります。  

 以上、歳入合計は、予算現額９ ,３２６万円、これに対しまして調定額９ ,１８

２万８ ,１７１円、収入済額９ ,１６３万８ ,６８３円、収入未済額は１８万９ ,４

８８円でありました。  

 続きまして、次ページの歳出の各款について説明いたします。  

 第１款の総務費は、予算現額７６５万２ ,０００円、これに対しまして支出済額

６９３万７ ,４７６円で、執行率は９０ .７％であります。  

 第２款のサービス事業費は、予算現額７ ,３２６万５ ,０００円、これに対しま

して支出済額は７ ,２２７万３ ,３００円で、執行率は９８ .６％であります。  

 第３款の公債費は、予算現額１ ,２０４万３ ,０００円、これに対しまして支出

済額は１ ,２０４万１ ,４６５円であります。  

 第４款の予備費の予算現額３０万円は、執行いたしておりません。  

 以上、歳出合計は、予算現額９ ,３２６万円、これに対しまして支出済額９ ,１

２５万２ ,２４１円で、歳入歳出差し引き残額３８万６ ,４４２円を平成２１年度

へ繰り越しいたしました。  

 以上で介護保険事業勘定特別会計と介護サービス事業勘定特別会計決算の説明

を終わらせていただきます。  

 続きまして、２０３ページをお願いいたします。  

 住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算について説明いたします。  

 歳入総額が５ ,０３２万５ ,５７１円、歳出総額は６ ,１２２万３ ,９８８円で、

歳入歳出差し引き歳入不足額が１ ,０８９万８ ,４１７円、これは同額が実質収支

額であります。  

 決算書の歳入各款について説明いたします。  

 第１款の県支出金は、予算現額３４４万２ ,０００円、これに対しまして収入済

額２９１万５ ,０００円であります。この収入済額は、歳入決算額の５ .８％にな

ります。  

 第２款の繰入金は、予算現額９１９万９ ,０００円、これに対しまして収入済額

９１９万９ ,５７０円であります。この収入済額は歳入決算額の１８ .３％になり

ます。  

 第３款の繰越金はございません。  



  

 第４款の諸収入は、予算現額４ ,１３１万５ ,０００円、これに対しまして収入

済額は３ ,０５１万１ ,００１円で、これは歳入決算額の６０ .６％であります。  

 第５款の町債は、予算現額、収入済額とも同額の７７０万円で、歳入決算額の

１５ .３％になります。  

 以上、歳入合計は、予算現額６ ,１６５万６ ,０００円、これに対しまして調定

額１億６ ,１４１万２ ,４０１円、収入済額５ ,０３２万５ ,５７１円、収入未済額

が１億１ ,１０８万６ ,８３０円であります。  

 次に、歳出について説明いたします。２０５ページをお願いいたします。  

 第１款の土木費は、予算現額２１５万６ ,０００円、これに対しまして同額が支

出済額で、執行率は１００％であります。  

 第２款の公債費は、予算現額３ ,７６１万６ ,０００円に対しまして、支出済額

は３ ,７１８万４ ,６７０円で、繰上償還元金及び長期債の償還元利金であります。  

 第３款の前年度繰上充用金は、予算現額２ ,１８８万４ ,０００円に対しまして、

支出済額は２ ,１８８万３ ,３１８円であります。  

 以上、歳出合計は、予算現額６ ,１６５万６ ,０００円、これに対しまして支出

済額６ ,１２２万３ ,９８８円であります。歳入歳出差し引き歳入不足額１ ,０８９

万８ ,４１７円は、翌年度の歳入金の繰上充用金により全額補てんいたしておりま

す。  

 以上で住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算の説明を終わらせていただきま

す。  

 続きまして、２１２ページをお願いいたします。  

 公共下水道事業特別会計の決算について説明いたします。  

 歳入総額は７億２２８万１ ,６３２円、これに対しまして歳出総額は７億２２８

万１ ,６３２円で、歳入歳出差し引き額０円は、同額が実質収支額であります。  

 歳入の各款について説明いたします。  

 第１款の使用料及び手数料は、予算現額１億８６３万１ ,０００円に対しまして、

収入済額は１億１ ,２１０万９ ,５５０円で、これは歳入決算額の１６ .０％になり

ます。  

 第２款の国庫支出金は、予算現額、収入済額とも５００万円で、歳入決算額の

０ .７％になります。  

 第３款の繰入金は、予算現額２億３４８万５ ,０００円に対しまして、収入済額

は２億１９５万６ ,０８２円、これは歳入決算額の２８ .８％になります。  

 第４款の諸収入は、予算現額４万８ ,０００円に対しまして、収入済額は１１万

６ ,０００円であります。  

 第５款の町債は、予算現額３億８ ,６６０万円に対しまして、収入済額は３億８ ,

３１０万円で、歳入決算額の５４ .５％であります。  

 以上、歳入合計は、予算現額７億３７６万４ ,０００円、これに対しまして調定

額７億１ ,２４６万７ ,６３２円、収入済額７億２２８万１ ,６３２円で、収入未済

額は１ ,０１８万６ ,０００円であります。  

 続きまして、２２４ページの歳出の各款について説明いたします。  

 第１款の公共下水道事業費は、予算現額１億１ ,７６８万４ ,０００円に対しま



  

して、支出済額は１億１ ,６６２万１ ,９２０円で、執行率は９９ .１％であります。  

 第２款の公債費は、予算現額５億８ ,５７８万円、これに対しまして支出済額は

５億８ ,５６５万９ ,７１２円であります。  

 第３款の予備費３０万円は、支出いたしておりません。  

 以上、歳出合計は、予算現額７億３７６万４ ,０００円、これに対しまして支出

済額７億２２８万１ ,６３２円で、歳入歳出差し引き残額０円でありました。  

 以上で公共下水道事業特別会計を終わります。  

 以上、平成２０年度の一般会計並びに各特別会計の決算について御説明申し上

げましたが、細部につきましては各会計の事項別明細書によりまして慎重に御審

議の  

上、認定賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。  

 ありがとうございました。  

議   長（森本修司君）   説明が終わりましたので、この決算書案につきまして過日

会計監査が行われましたので、木村監査委員より報告を求めます。  

 木村監査委員。  

監査委員（木村  衛君）   平成２０年度川西町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算

に係ります監査の結果を御報告申し上げます。  

 去る８月２５日に、寺澤監査委員とともに、地方自治法第２３３条第２項の規

定に基づきまして、会計管理者に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠

書類を対照しながら説明を受け、厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計

の予算の執行状況並びに現金の出納、保管、資金の運用等につきまして、地方自

治法並びに関係法令に抵触するところもなく、適正に行われているものと認めま

したので、御報告申し上げます。  

議   長（森本修司君）   監査報告が終わりましたので、ただいまより総括質疑に入

りますが、質疑通告が提出されておりませんので、総括質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 ただいまの決算認定についての討論を省略し、各関係委員会に付託することに

御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。  

 よって、本案件は、総務・建設経済、厚生各常任委員会に付託します。  

 日程第６、認定第２号、平成２０年度川西町水道事業会計決算についてを議題

といたします。  

 当局の説明を求めます。  

 上田町長。  

町   長（上田直朗君）   日程第６、認定第２号、平成２０年度川西町水道事業会計

決算につきましては、水道部長のほうから御説明申し上げますので、よろしくお

願いいたします。  

議   長（森本修司君）   松本水道部長。  

水道部長（松本公一君）   それでは、認定第２号、平成２０年度川西町水道事業会計

決算の概要について御説明を申し上げます。  



  

 決算書の２ページをお開きください。  

 営業面の会計であります収益的収入及び支出でございますが、収入といたしま

しては、第１款の水道事業収益の予算額合計２億４ ,４３２万６ ,０００円に対し

まして、決算額は２億３ ,３９５万４ ,８５５円の収入でございます。次に、支出

といたしましては、第１款水道事業費用の予算額合計２億４ ,２４３万２ ,０００

円に対しまして、決算額は２億３ ,３７２万６ ,５０３円の支出でございます。こ

の明細につきましては、１５ページから１８ページにかけて消費税抜きで記載し

ておりますので、御参照していただければと思います。  

 本会計の業務実績といたしましては、１２ページに業務量の前年度比較をして

おりますが、料金の対象となる年間有収水量を比較しますと、４万２ ,２２４立米、

約４％減少いたしました。この水量は、一般家庭１６０世帯分の年間使用水量に

相当いたします。この減少は、昨年半ばからの世界的金融危機の影響によりまし

て、工場用水量が大幅に減少したことと、使用水量全体の８割を占める家庭用水

量におきましても、すべての月において減少したことによります。この結果、料

金収入は、当初の見込み額より９３８万３ ,０００円の減収となりました。  

 一方、支出におきましては、上水施設の機器類や水を浄化する各種資材の取り

替えについて、これらの状態を点検し、安全性、機能性を見きわめた上で交換時

期の延長と必要最小限の措置を行い、経費節減に努めたところでございます。こ

れによりまして、２０年度決算では大幅な料金収入の減により、損益計算では５

０万３ ,３９４円の損失となりました。  

 経営状況につきましては厳しくなってきておりますが、今後もあらゆる工夫を

しながら、健全な事業運営に努めたいというように考えております。  

 次に、３ページの設備投資を行うための会計であります資本的収入及び支出で

ございますが、収入といたしましては、第１款の資本的収入の予算額合計４ ,０９

７万５ ,０００円に対しまして、決算額は３ ,９９５万５ ,３００円の収入でござい

ます。次に支出といたしましては、第１款の資本的支出の予算額合計７ ,３３３万

５ ,０００円に対しまして、決算額は５ ,９９８万２ ,６６４円の支出でございます。

この収支決算額の不足額２ ,００２万７ ,３６４円は、収入の備考欄の仮受け消費

税と支出の備考欄の仮払い消費税との差額であります資本的収支調整額１１９万

８ ,６０１円と内部留保資金から１ ,８８２万８ ,７６３円を補てんし、決算処理を

行いました。  

 本会計の業務実績といたしましては、平成１８年度より４カ年計画で進めてい

ます保田幹線配水管布設工事の３期工事を完了いたしました。また、上水施設に

おきましては、中央監視設備の更新工事を行いまして、上水設備の集中監視体制

の強化に努めたところでございます。この工事をもちまして、水道施設の電気関

係の工事をすべて完了いたしました。なお、これらの工事の財源につきましては、

すべて企業債の借り入れによるものでございます。  

 そして、２０年度より３カ年計画で進めております施設の耐震化事業でござい

ますが、２０年度におきましては、沈殿池槽の耐震診断を行った結果、本体の強

度には問題はなく、外面の予防・保全のための補修工事でよいとの報告をいただ

きましたので、安堵しているところでございます。本年度におきましては、排水



  

池の耐震診断を実施いたします。今後も施設全体の強度を高めるとともに、必要

な改良を行って給水機能の強化を図ってまいりたいと考えております。  

 以上、平成２０年度川西町水道事業会計決算の概要について御説明をいたしま

したが、決算の細部につきましては、４ページ以下の損益計算書、貸借対照表及

び事業報告書により御審議をいただき、認定を賜りますようお願い申し上げまし

て、説明を終わります。  

 以上でございます。  

議   長（森本修司君）   説明が終わりましたので、この決算書案につきまして、過

日会計監査が行われましたので、木村監査委員の報告を求めます。  

 木村監査委員。  

監査委員（木村  衛君）   平成２０年度川西町水道事業会計の決算に係る監査の結果

を御報告申し上げます。  

 去る８月２５日に、寺澤監査委員とともに、地方公営企業法第３０条第２項の

規定に基づきまして、水道部長に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠

書類を対照しながら説明を受けまして、厳正なる審査を実施いたしました結果、

水道事業会計の執行状況並びに現金の出納、保管、資金の運用等につきまして、

地方公営企業法を初め、関係法令に抵触するところもなく、適正に行われている

ものと認めましたので、御報告申し上げます。  

議   長（森本修司君）   監査報告が終わりましたので、ただいまより総括質疑に入

りますが、質疑通告が提出されておりませんので、これをもちまして総括質疑を

終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 ただいまの決算認定についての討論を省略し、総務・建設経済委員会に付託す

ることに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、本案件は、総務・建設経済

常任委員会に付託します。  

 お諮りいたします。  

  日程第７・日程第８、承認第９号及び承認第１０号、平成２１年度川西町一般会

計補正予算の専決処分についての２承認案を一括上程したいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、一括上程いたします。  

 承認案の朗読を省略し、当局の説明を求めます。  

 町長。  

町   長（上田直朗君）   それでは、続きまして、日程第７、承認第９号、平成２１

年度川西町一般会計補正予算の専決処分について御説明申し上げます。  

 ４ページ、最終ページをお願いいたします。  

 これは、法人の確定申告の結果による中間納付税の還付額が企業の収益悪化に

伴いまして大幅な増となりましたことに対応するためのものでございます。財源

といたしましては、前年度繰越金を充当させていただいております。  



  

 次に、日程第８、承認第１０号、平成２１年度川西町一般会計補正予算の専決

処分についてでございますが、３ページをお願いいたします。  

 これは、当初予算で組んでおりますコスモスホールのスピーカー整備の執行に

当たり、歳出の節を修正したものでございまして、歳入歳出の増減はございませ

ん。  

 以上が専決して一般会計の補正をさせていただいた内容でございます。  

 よろしくお願いいたします。  

議   長（森本修司君）   説明が終わりましたので、ただいまより承認案の審議に入

ります。  

 承認第９号及び承認第１０号の２案件について、質疑ございませんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に

入ります。  

 討論ありませんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   討論がないようですので、討論を終わり、これより採決に

入ります。  

 承認第９号について採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案件について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり承認することに

決しました。  

 次に、承認第１０号について採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案件について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり承認することに

決しました。  

 お諮りいたします。日程第９、議案第３６号、平成２１年度川西町一般会計補

正予算についてより、日程第２０、議案第４７号、川西町立幼稚園保育料及びバ

ス使用料徴収条例の一部改正についてまでの１２議案を一括上程したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、一括上程いたします。  

 当局の説明を求めます。  

 町長。  

町   長（上田直朗君）   それでは、続きまして、日程第９、議案第３６号、平成２

１年度川西町一般会計補正予算について御説明を申し上げます。１０ページをお

願いいたします。  

 歳出の部でございますが、総務費、総務管理費、財産管理費で４６０万円の増



  

でございます。これは、１３年以上経過した公用車を低公害車に更新するもので

ございます。目７の防災無線維持管理費では１６８万円の増で、これは、各戸に

配布しております戸別受信機の購入費用でございます。これらはいずれも国が平

成２１年度に補正成立させました地域活性化・経済危機対策臨時交付金、いわゆ

る交付金事業の関連の補正でございます。  

 次に、目９の諸費といたしまして１ ,６５０万４ ,０００円の増、これは、地域

集会所補助といたしまして、下永自治会館、いわゆる葬祭センターの整備完了に

伴いまして、精算し、管理費を交付するものでございます。  

 次に、項３ .戸籍住民基本台帳費では１ ,７００万９ ,０００円の増、これは、交

付金事業として戸籍システムの更新を行うものでございます。  

 続きまして、款３ .民生費でございます。  

 項１の社会福祉費、社会福祉総務費の１ ,０２５万９ ,０００円の増額は、民生

委員推薦会の開催による委員報酬及び平成２１年１０月の障害者自立支援制度改

正に対応するためのシステム改修費、精神障害者医療費助成の実績増に対応する

ための扶助費の増、補助金の精算及び概算支払い額の確定による償還金の増など

によるものでございます。  

 １１ページに移っていただきたいと思います。  

 目４ .福祉医療費では、実績による増、本年１０月から実施予定の乳幼児医療費

の対象拡大等の福祉医療の充実に要する経費及び過年度分の精算のために、合わ

せまして３２１万６ ,０００円の増額をお願いするものでございます。  

 目６ .ぬくもりの郷管理費では、国庫補助を受けましてグループホームに義務づ

けられておりますスプリンクラーの設置工事を行うため、１ ,０３６万３ ,０００

円の増額をお願いするものでございます。  

 項２の児童福祉費でございますが、児童総務費では、町独自の子育て支援安全

対策として、７月から認可になりました子どもを２人乗せることが可能な自転車

の購入助成として３０万円を新たに計上させていただきました。  

 目２の児童措置費では、保育料の計算方法の変更に伴う電算システムの改修費

用として１８７万５ ,０００円の増額をお願いするものでございます。  

 次に、目７ .子育て応援特別手当費では、国の経済危機対策として支給されます

子育て応援特別手当の支給のため、９７７万４ ,０００円を新たに計上させていた

だいております。  

 １２ページをお願いいたします。  

 衛生費でございますが、保健衛生費、予防費の１８９万５ ,０００円の増額は、

女性特有のがん検診推進として検診無料クーポンの配布等の費用をお願いするも

のでございます。  

 次に、款６ .土木費では、都市計画費におきまして下水道特別会計におきまして

資本標準化債の許可額が増となりましたことから、一般会計から繰出金１５０万

円減額させていただきます。  

 款７の消防費では、項１ .消防費の災害対策費におきまして、交付金事業として

新型インフルエンザ対策用物品の購入のため２９９万３ ,０００円の増額をお願い

いたします。  



  

 次に、１３ページをお願いいたします。  

 教育費、教育総務費では、４ ,７７１万２ ,０００円の増額、これは、安心安全

な学校づくりの交付金事業及び学校ＩＣＴ環境整備事業として、幼稚園、小学校

等に地上デジタルアンテナを整備し、デジタルテレビ、教育用パソコンの整備を

行うものでございます。  

 項２ .小学校費では１０１万円の増額、これは、国庫補助を受け、理科用、算数

用の教育備品を購入するものでございます。  

 項４の中学校費では４８２万円の増額、これは、先ほど申しました交付金事業

により、デジタル対応工事あるいはデジタルテレビやパソコンの購入を式下中学

校でも行うために、その負担金を計上させていただいております。  

 これらに対します歳入につきましては、基金繰入金、繰越金、国・県支出金を

充てることとしております。  

 今回の補正で計上しております国の交付金事業に係る交付金につきましては、

額が確定しましたら、別途歳入補正をさせていただく予定をいたしております。  

 以上によりまして、歳入歳出それぞれ１億３ ,２５７万３ ,０００円の増額補正

をお願いするものでございます。これによりまして、平成２１年度一般会計予算

の総額は、歳入歳出それぞれ３７億４ ,７７０万７ ,０００円となります。  

 なお、地方債補正といたしまして、許可額の確定及び地方公営企業等の金融機

関が地方公共団体金融機構として改組されたことから、所要の変更を同時に上げ

させていただいております。  

 次に、議案第３７号、平成２１年度川西町国民健康保険特別会計補正予算につ

いてでございます。７ページ及び８ページをお願いいたします。  

 １０月からの出産育児一時金の増額に係る費用として４０万３ ,０００円、過年

度分の精算により、療養給付費等交付金返還金として８８２万６ ,０００円の増額、

老人保健医療費拠出金の１４０万３ ,０００円の減額等により、合計で８１６万６ ,

０００円の増額をお願いするものでございます。これによりまして、同会計の歳

入歳出総額は、９億５ ,４３９万７ ,０００円となります。  

 次に、議案第３８号、平成２１年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算

についてでございます。６ページ、７ページでございます。  

 こちらにつきましては、今年度の事業実績の増による保険給付費の増及び前年

度事業の精算による返還金等により、合わせて７５６万９ ,０００円の増額補正を

お願いするものでございます。これによりまして、歳入歳出総額は６億９９８万

円となります。  

 次に、議案第３９号、平成２１年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別

会計補正予算についてでございます。５ページをお願いいたします。  

 これは、デイサービス事業の充実のための備品購入及び介護職員の処遇改善交

付金の交付を行うもので、合わせて１０６万３ ,０００円の増額補正をお願いする

ものでございます。これによりまして、歳入歳出総額は１億２ ,５６４万４ ,００

０円となります。  

 次に、議案第４０号、平成２１年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算についてでございます。３ページをお願いいたします。  



  

 これは、発生しました預金利子の処理のため、所要の予算上の措置を講じるも

ので、歳入歳出予算の増減はございません。  

 次に、議案第４１号、平成２１年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算に

ついてでございます。５ページをお願いいたします。  

 起債許可額の確定による歳入科目等の修正措置を行うもので、歳入歳出予算の

増減はございません。なお、地方債の許可額の確定により、地方債補正として限

度額の変更を同時に上げさせていただいております。  

 以上が平成２１年度補正予算関係でございます。  

 続きまして、議案第４２号から第４７号までの条例の改正について御説明申し

上げます。  

 議案第４２号、川西町税条例の一部改正についてでございます。１枚おめくり

をいただきまして、条例の概要をお願いいたします。  

 これは、地方税法等の改正による所要の整備を行うもので、主なものといたし

ましては、住宅借入金等特別税額控除の創設、土地等の長期譲渡所得に係る特別

控除の創設と、もう１枚めくっていただき、特定管理株式の課税の特例、先物取

引に係る課税の特例の拡充等、記載の改正を行うものでございます。  

 次に、議案第４３号から第４５号までは、いずれも川西町独自の施策として福

祉医療制度の充実を図るための改正を行うものでございます。  

 まず議案第４３号、川西町乳幼児医療費助成条例の一部改正についてでござい

ます。条例の概要を御覧いただきたいと思います。  

 これは、助成要件としてありました所得制限を解除いたしますとともに、対象

年齢を現在の小学校入学前から小学校卒業までに拡大するものでございます。た

だし、拡大いたします年齢幅である小学生の間の助成につきましては、特に負担

の大きい入院の医療費に限定させていただくことといたしました。  

 次に議案第４４号、川西町心身障害者医療費助成制度の一部改正についてでご

ざいます。１枚おめくりいただきまして、条例の概要をお願いいたします。  

 これは、助成要件としてありました所得制限を解除するものでございます。  

 次に、議案第４５号、川西町母子医療費助成条例の一部改正についてでござい

ます。  

 これも条例の概要を御覧いただきまして、助成要件としてありました所得制限

を解除するものでございます。  

 次に、議案第４６号、川西町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

でございます。これも条例の概要を御覧いただきたいと思います。  

 これは、後期高齢者医療の保険料の延滞金について、厚生年金あるいは国税徴

収の例に倣い、記載のとおり規定を変更するものでございます。  

 次に、議案第４７号、川西町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の一部改

正についてでございます。めくっていただきまして、条例の概要を御覧いただき

たいと思います。  

 これは、川西町立幼稚園の保育料及びバス使用料につきまして、交付税の算定

額等から見直しを行うものでございます。改定幅は、それぞれ月額２００円の増

をお願いするものでございます。  



  

 以上が今回提案いたします補正予算及び条例の改正の概要でございます。  

 何とぞよろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。  

議   長（森本修司君）   説明が終わりましたので、質疑、討論を省略し、各関係委

員会に付託することに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、総務・建設経済、厚生各常任委員会に付

託  いたします。  

 なお、各委員会の開催は、お手元に配付のとおりお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げます。  

 日程第２１、同意第３号、川西町教育委員会委員の任命についてを議題といた

します。  

 議案の朗読を省略し、町長より提案理由の説明を求めます。  

 町長。  

町   長（上田直朗君）   日程第２１、同意第３号、川西町教育委員会委員の任命に

ついて御説明を申し上げます。  

 今回同意をお願いいたしますのは、本町の教育委員のうち９月末をもって任期

を迎えられます河村克義氏の後任に、川西町大字結崎５９１番地の２４、石本暁

代氏をお願いしようとするものでございます。  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正がございまして、教育委員の

中に保護者である者が含まれるようにしなければならないということになってお

りますので、今回、保護者であります石本氏を委員として選任いたしたく、同意

を求めるものでございます。  

 石本さんは、４７歳で、教育関係のお仕事をしておられまして、平成２０年４

月から川西幼稚園ＰＴＡ会長、川西町連合ＰＴＡ会長を１年間務めていただきま

した。保護者の立場から本町の教育行政に貴重な御意見をいただけるものと期待

をしているところでございます。  

 よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。  

議   長（森本修司君）   ただいま説明がありました日程第２１、同意第３号、川西

町教育委員会委員の任命について、質疑ありませんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   質疑がないようですので、討論を省略し、採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 同意第３号、川西町教育委員会委員の任命について、原案どおり同意すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり同意することに

決しました。  

 ただいま同意いたしました石本暁代委員にお越しいただいておりますので、挨

拶を受けることにいたします。  

        （石本暁代君  入場）  

教育委員会委員（石本暁代君）  ただいま御紹介いただきました石本でございます。  



  

 普段は５人の子どもの子育てをマイペースでやっておりますので、このような

大役を仰せつかりまして非常に緊張しておりますけれども、保護者という立場か

ら、また一つ一つお勉強させていただきながら、お役に立ちたいと思っておりま

すので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。（拍手）  

議   長（森本修司君）   御苦労さまでした。お引き取り願います。  

        （石本暁代君  退場）  

議   長（森本修司君）   以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。  

 本日の会議は、これをもって散会といたします。  

 なお、明日より１７日までは、各委員会開催のための休会とし、１８日午前１

０時より再開し、ただいま各常任委員会に付託されました各議案について、委員

長の報告を求めることにいたします。  

             （午後０時００分  散会）  
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厚生委員会議事日程  

        平成 21年 9月 14日(月) 午前 10時 開議  

日程第１ 認定第１号 平成２０年度川西町一般会計・特別会計決算について 

 <一般会計>      

  歳出 款２ 総務費 項３ 戸籍住民基本台帳費  P.46～47   

   款３ 民生費     P.49～68   

   款４ 衛生費     P.68～74   

  歳入 上記関係歳入        

 <国民健康保険特別会計>   P.115～143  

 <老人保健特別会計>   P.144～153  

 <後期高齢者医療特別会計>   P.154～164  

 <介護保険事業勘定特別会計>   P.165～191  

 <介護保険介護サービス事業勘定特別会計>  P.192～201  

日程第２ 議案第 36号 平成２１年度川西町一般会計補正予算について  

  歳出 款２ 総務費 項３ 戸籍住民基本台帳費  P.10   

   款３ 民生費 項１ 社会福祉費  P.10～11   

     項２ 児童福祉費  P.11～12   

   款４ 衛生費 項１ 保健衛生費  P.12   

  歳入 上記関係歳入        

日程第３ 議案第 37号 平成２１年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について  

日程第４ 議案第 38号 平成２１年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について  

日程第５ 議案第 39号 平成２１年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算に

ついて 

 

      

日程第６ 議案第 43号 川西町乳幼児医療費助成条例の一部改正について  

日程第７ 議案第 44号 川西町心身障害者医療費助成条例の一部改正について  

日程第８ 議案第 45号 川西町母子医療費助成条例の一部改正について  

日程第９ 議案第 46号 川西町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  

             

          閉会 12時 00分  

 



  

 

出席委員                     

                        

 委員長 大植  正  副委員長 松本 史郎         

 委 員 香川 明英  委 員 杉井 成行  委 員 芝 和也  

 委 員 石田 晏三  議 長 森本 修司         

                        

説明のために出席した者              

                        

 町 長 上田 直朗  副町長 松本ひろ子         

                        

 福祉部長  山嶋 健司                

 住民生活課長 松本 雅司  保険年金課長 下間 章兆     

 健康福祉課長 福本 哲也  社会福祉協議会事務局長 森口 輝美  

 健康推進室長兼保健センター所長 山嶋 幸子         

 西・東人権文化センター所長 岡田 忠彦          

                        

 理 事 大山 泰司                 

 会計管理者心得  鈴木 輝雄  会計課長  海達 順吉     

 総務課長  森田 政美  企画財政課長心得 西村 俊哉     

                        

職務のために出席した者              

                        

 議会事務局長 中峯 潤子               

 議会事務局  髙間 隆弘               

                        

欠席委員及び職員                 

                        

                        

 



  

 

総務建設経済委員会議事日程  

        平成 21年 9月 15日（火） 午前 10時 開議  

日程第１ 認定第１号 平成２０年度川西町一般会計・特別会計決算について 

 <一般会計>      

  歳出 款１ 議会費     P.34～35   

   款２ 総務費     P.35～49   

   款４ 衛生費     P.70   

   款５ 農商工業費    P.74～77   

   款６ 土木費     P.77～86   

   款７ 消防費     P.86～87   

   款８ 教育費     P.87～109  

   款９ 公債費     P.109   

   款 10 諸支出費     P.109～110  

   款 11 予備費     P.110   

  歳入 上記関係歳入        

 <住宅新築資金等貸付事業特別会計>  P.202～210  

 <公共下水道事業特別会計>  P.211～220  

日程第２ 認定第２号 平成２０年度川西町水道事業会計決算について 

日程第３ 議案第 36号 平成２１年度川西町一般会計補正予算について  

  歳出 款２ 総務費 項１ 総務管理費  P.10   

   款６ 土木費 項３ 都市計画費  P.12   

   款７ 消防費 項１ 消防費  P.12   

   款８ 教育費 項１ 教育総務費  P.13   

      項１ 小学校費  P.13   

      項１ 中学校費  P.13   

      項１ 社会教育費  P.13   

  歳入 上記関係歳入        

             

日程第４ 議案第 40号 平成２１年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算について  

日程第５ 議案第 41号 平成２１年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算について  

日程第６ 議案第 42号 川西町税条例の一部改正について  

日程第７ 議案第 47号 川西町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の一部改正について  

             

          閉会 12時 00分  

 

 

 



  

出席委員                  

                     

 委員長 今田 吉昭  副委員長 島田 育浩      

 委 員 宗行 正昭  委 員 寺澤 秀和      

 委 員 森本 修司  副議長 香川 明英      

                     

説明のために出席した者           

                     

 町 長 上田 直朗  副町長 松本 ひろ子      

                     

 教育長 森杉 衛一              

 教委総務課長 栗原 進   社会教育課長 安井 洋次  

                     

 産業建設部長兼水道部長 松本 公一         

 建設課長  寺澤 伸和  産業振興課長 吉田 昌功   

 上下水道総務課長 中川 栄一  上下水道業務課長 松村 好高 

                     

 理 事 大山 泰司              

 会計管理者心得  鈴木 輝雄  会計課長  海達 順吉  

 総務課長  森田 政美  情報システム課長 前川 卓   

 税務課長  福本 誠治  企画財政課長心得 西村 俊哉  

                     

職務のために出席した者           

                     

 議会事務局長 中峯 潤子            

 議会事務局  髙間 隆弘            

                     

欠席委員及び職員              

                     

 委 員 中嶋 正澄              
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第 ３ 回 定 例 会 会 議 録 
 

 

 
（ 第 ２ 号 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２１年９月１８日 



  

 

平成２１年川西町議会第３回定例会会議録 (再 開) 

 

   招集年月日   平成２１年９月１８日 
 

   招集の場所   川西町役場議場 
 

   開 会        平成２１年９月１８日   午前１０時 宣告 
 

   出 席 議 員      1番  松本史郎   2番  香川明英   3番  島田育浩   4番  宗行正昭  
 

  5番  今田吉昭   6番  寺澤秀和   7番  森本修司   8番  杉井成行  
 

  10番   芝  和也  11番  大植  正   12番  石田晏三  
 

   
 

   欠 席 議 員      9番 中嶋正澄 
 

  地方自治法第   町長 上田直朗    副町長  松本ひろ子 
 

  121条の 規定   教育長 森杉衛一  理事 大山泰司    
 

  により説明の 産業建設部長・水道部長 松本公一  福祉部長 山嶋健司 
 

  ため出席した  総務課長 森田政美  企画財政課長心得 西村俊哉 
 

  者の職氏名    

 

 

 
 

  監査委員 木村 衛 
 

   
 

  本会議に職務     議会事務局長   中峯潤子 
 

  のため出席し     議 会 事 務 局   髙間隆弘 
 

  た者の職氏名     モ ニ タ ー 係  吉仲真一 
 

  本日の会議に     別紙議事日程に同じ 
 

  付した事件  
 

 会議録署名    議長は会議録署名議員に次の２人を指名した 
 

 議員の氏名      11番 大植 正 議員 12番 石田晏三 議員 
 



  

 

川西町議会第３回定例会(議事日程) 
平成２１年９月１８日 (金 ) 午前 10時 00分再開  

日  程   議案番号  件      名  

 

 

第１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長報告  認定第  1 号  ～  認定第  2 号  

 

議案第 36号  ～  議案第 47号  

 

 

 質疑・討論  

 

 採決  

 

 



  

            （午前１０時００分   再開）  

議   長（森本修司君）   皆さん、おはようございます。  

 これより平成２１年川西町議会第３回定例会を再開します。  

 会議に先立ち、９番  中島正澄議員より本日の定例会への欠席届が提出されてお

りますので、御報告させていただきます。  

 ただいまの出席議員は１１名で、定足数に達しております。よって、議会は成

立いたしましたので、これより本日の会議を開きます。  

 日程第１、委員長報告を議題といたします。  

 去る１１日の定例会において上程されました認定第１号、平成２０年度川西町

一般会計・特別会計決算について、認定第２号、平成２０年度川西町水道事業会

計決算について、議案第３６号、川西町一般会計補正予算についてより、議案第

４７号、川西町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の一部改正についてまで

の１２議案について一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。  

 それでは、ただいまより、各委員会の審査の経過並びに結果について、順次委

員長の報告を求めます。  

  厚生委員長、大植正君。  

厚生委員長（大植  正君）     議長の御指名をいただきましたので、厚生委員会を代表い  

たしまして委員長報告をいたします。  

 去る９月１１日、本会議において当委員会に付託されました各議案につきまし

て、過日、９月１４日に委員会を開催し、審議をいたしました、その結果を御報

告申し上げます。  

 まず、認定第１号、平成２０年度川西町一般会計・特別会計決算についてであ

ります。  

 一般会計につきまして、委員より、解放同盟支部助成金廃止及び支部との調整

の状況について質問があり、当局より、「廃止に向けては年次計画により減額を

行ってきたところであり、計画に基づく廃止に向けての理解を得ている」との回

答がありました。  

 ま た委員より、 「基本 健康診査と特 定健康 診査では検査 項目に 相違があるの

か」との質問があり、当局より「基本健康診査は平成１９年度までは実施されて

おりましたが、平成２０年度には廃止され、健康増進法により生活保護受給者を

対象に健康診査を実施しており、平成２０年度より実施の特定健康診査について

は、高齢者の医療確保に関する法律に基づき医療保険者に実施が義務づけられた

ものである。心電図検査等一部の検査項目には特定健康診査の基本項目に入って

いない項目もあるが、医師の判断により、詳細項目、追加項目として検査を行う

こととなっている。なお、血清クレアチン検査については、町医師会、桜井医師

会の御理解により、基本項目検査費用内で対応願うこととなっている」との回答

がありました。  

 次に委員より、後期高齢者医療制度導入による国民健康保険特別会計への影響



  

について質問があり、当局より、「老人保健医療費拠出金においては、平成２０

年度は１９年度より約１億４ ,５００万円の減額、後期高齢者医療支援金について

は約１億円の支出である。後期高齢者医療制度における公費負担率は、老人保健

制度と同様であるが、残り５割のうち１割については後期高齢者の保険料で補う

ことから、保険者としての負担は従来の５割から４割となる。このことからも、

保険者としての負担については軽減すると推測している。しかしながら、精算は

２年後となるため、今後２年から３年の推移を見守っていく必要があると考えて

いる」との回答がありました。  

 続いて国民健康保険特別会計について、委員より、「国民健康保険事業として

実施の人間ドック・脳ドック助成が２１年度より廃止されたが、予防医療の観点

から継続すべきでは」との質問があり、当局より、「特定健康診査と同じく保険

料を財源とする両ドックの助成については、生活習慣病予防のための特定健康診

査を重点的に行っていく必要から廃止したものである。予防医療においては、特

定健診を受診された方に対する保健指導が重要であり、特定健診の受診率向上に

努めながら保健指導を強化し、医療費の抑制にもつなげていきたい」との回答が

ありました。  

 以上の審議をもちまして、認定第１号、平成２０年度川西町一般会計・特別会

計決算における厚生委員会に付託されました決算については、承認いたしました。  

 次に、議案第３６号、平成２１年度川西町一般会計補正予算について、議案第

３７号、平成２１年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について、議案第３

８号、平成２１年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について、議案第

３９号、平成２１年度川西町介護保健介護サービス事業勘定特別会計補正予算に

ついてまでの４議案については、委員から、一般会計補正予算について、「福祉

医療助成経費で増額補正されているが、これに係る積算はどのように行われたの

か」との質問があり、当局より、「今回、福祉医療助成経費が増額となったのは、

所得制限の撤廃により追加となる対象者分と小学校児童の入院に係る費用助成分

である。追加となる対象者については実数による費用推計に基づくものであり、

小学校児童の入院分については、加入医療保険に相違があり、現状を把握するの

が困 難なことから 、児童 数より入院の 発生率 を想定し、推 計を行 ったものであ

る」との回答がありました。  

 また委員より、「幼児２人同乗自転車購入助成については、住民への制度利用

周知に努めていただきたい」との意見がありました。  

 以上の審議をもちまして、４議案の補正予算は原案どおり承認いたしました。  

 次に、議案第４３号、川西町乳幼児医療費助成条例の一部改正について、議案

第４４号、川西町心身障害者医療費助成条例の一部改正について、議案第４５号、

川西町母子医療費助成条例の一部改正について、議案第４６号、川西町後期高齢

者医療に関する条例の一部改正については、慎重に審議いたしました結果、提案

説明どおりであり、承認いたしました。  

 次に、当委員会に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条第６項

の規定に基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるように議決されん

ことをお願い申し上げまして、厚生委員会を代表いたしましての委員長報告とい



  

たします。  

 議員各位には、何とぞよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。  

議   長（森本修司君）   続きまして、総務・建設経済委員長、今田吉昭君。  

総務・建設経済委員長（今田吉昭君）   議長の御指名をいただきましたので、総務・建設  

経済委員会を代表いたしまして委員長報告をいたします。  

 当委員会は、平成２１年９月１５日に開催し、当委員会に付託されました各議

案について当局から詳細な説明をいただき、慎重に審議いたしました。  

 まず、認定第１号、平成２０年度川西町一般会計・特別会計決算についてであ

ります。  

 委員より、「決算ベースにおいて、平成１９年度から平成２０年度では町の財

務体質はどのように推移しているのか」との質問があり、当局から、「一つの考

え方として、まず歳出総額３９億７ ,９００万円のうち町債元本の返済が７億４ ,

０００万円を占めているが、これは、新たな起債額を３億１ ,２００万円に抑えた

ため、差し引き４億２ ,８００万円の町債の減となる。また、決算のための基金取

り崩し額は２ ,３００万円であり、これを差し引きすると、４億５００万円の財務

体質の改善と見ることができる。また、決算のための基金取り崩し額も平成１９

年度の７ ,９００万円から５ ,６００万円の改善となっている」との回答がありま

した。  

 また委員より、「町債元本返済に係る費用を除く歳出と町税等の自主財源との

バランスはどうか」との質問があり、当局から、「平成１９年度の町債元本返済

を除く歳出は２７億８ ,７００万円、同じく平成２０年度では３２億３ ,９００万

円であるが、このうち土地開発基金取り崩しと学校施設整備基金積み立てが４億

円、下永葬祭センター建設３ ,２００万円といった歳入歳出がその事業で完結する

当該年度限りの特別なものを除くと２８億７００万円となる。学校統合費用や施

設修繕費等がかさみ、また、定額給付金や交付金事業といった国の事業費が加算

される中で、人件費等経常経費の削減などにより、平成１９年度比２ ,０００万円

の微増となっている。一方、町税、使用料・手数料といった歳入の合計は、平成

１９年度１５億４ ,２００万円に対し、平成２０年度では１９億９ ,８００万円で

あるが、歳出でもあった学校施設整備基金積み立て等の特別なものを除くと１５

億６ ,６００万円であり、平成１９年度比２ ,４００万円の微増となっている。こ

れを比率でいうと、平成１９年度は５５ .３％に対し、平成２０年度は５５ .８％

となっている。また、これらを国の定めた財務指標で見ると、財政力指数０ .５２

から０ .５４へ、経常収支比率が１０３ .３％から１０２ .１％へと、いずれも改善

してきているが、引き続き厳しい財政状況にあることは変わりないので、今後と

も継続努力していく」との回答がありました。  

 以上の審議をもちまして、認定第１号、平成２０年度川西町一般会計・特別会

計決算における当委員会所管分については、提案どおり認定いたしました。  

 続きまして、認定第２号、平成２０年度川西町水道事業会計決算については、

委員より、「平成１９年度に料金の改定を行っているが、水道会計の悪化により、

今後の料金改定についての考えはあるのか」との質問があり、当局から「景気の

急激な悪化により使用水量が減少しているが、今後、景気が回復することで使用



  

水量の増加も考えられるため、料金改定収支計画の最終年度である平成２２年度

には、景気の動向と使用水量の推移を見定めて検討したい」との回答がありまし

た。  

 以上の審議をもちまして、認定第２号、平成２０年度川西町水道事業会計決算

については、提案どおり承認いたしました。  

 続きまして、議案第３６号、平成２１年度川西町一般会計補正予算、議案第４

０号、平成２１年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算及び議案第

４１号、平成２１年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算の３議案について

は、提案どおり承認いたしました。  

 また、議案第４２号、川西町税条例の一部改正について、議案第４７号、川西

町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の一部改正の２議案についても、いず

れも提案どおり承認いたしました。  

 以上が当委員会に付託されました各議案の審議の結果でございます。  

 次に、当委員会所管に係る審査事件につきましては、地方自治法第１０９条第

６項の規定に基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるよう議決され

んことを望みまして、総務・建設経済委員長報告とさせていただきます。  

 何とぞ議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。  

議   長（森本修司君）   以上で各委員長の報告が終わりましたので、これより委員

長報告に対する質疑に入ります。  

  質疑ありませんか。  

                （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に

入ります。  

  討論ありませんか。  

  芝議員。  

10番議員（芝  和也君）   それでは、ただいま厚生委員会並びに総務・建設経済委員

会の両委員長から報告がありました認定第１号、平成２０年度川西町一般会計・

特別会計決算について、認定第２号、平成２０年度川西町水道事業会計決算につ

いて、並びに議案第３６号、平成２１年度川西町一般会計補正予算についてより、

議案第４７号、川西町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の一部改正につい

てまでの認定案２本と議案１２本に対する討論を行います。  

 態度表明は、認定案は２本とも不承認、議案は、補正予算はすべて賛成です。

条例案は、４７号の幼稚園保育料及びバス使用料の改正案のみ反対で、あとは賛

成するものであります。  

 認定第１号の平成２０年度の一般会計と特別会計の決算についてでありますが、

全部で８つの会計が一本にくくられております。それぞれの態度表明ですが、一

般会計と特別会計の国保の認定については反対ですが、あとの６つの特別会計は

賛成いたします。認定案としては一本にくくられていますので、この１号認定案

に対する態度表明は、反対、不認定の立場からのものであります。  

 まず、一般会計決算でありますが、平成２０年度も今日同様に、住民の皆さん

にあっては可処分所得の減少が始まっており、暮らしの展望が示されない厳しい



  

状況に覆われているのが実態でありました。結果、こうした負担と痛みを長年に

わたって押しつけてきた自公政権が、さきの総選挙では、本町住民の皆さんを初

め国民全体の厳しい審判が下り、政権を追いやられるに至ったことは、皆さん御

承知のとおりであります。閉塞感からの脱出を求め、わらをもすがる思いで民主

党を中心とする新しい政権に活路を見出すべく託したというのが大方の皆さんの

胸中ではなかろうかと察します。まさに政治に求められているのは、こうした負

担が膨らむ一方の暮らしの状況を打開し、先の展望をしっかり示すことこそ、今

日の政治の中身に求められている問題であります。  

 こうした観点から見た当該年度の取り組みにおいても、国の施策からいかに暮

らしを守るかが問われているわけですが、そうした流れに呼応した取り組みを決

算からはなかなか見出せません。廃止の方向は既に打ち出され、審議を通じても

改めて確認はされていますが、人権施策費での部落解放同盟など一民間運動団体

に対する補助金支出の問題、今日では１５回までにその回数も引き上がりました

が、決算年度では３回にとどめている妊婦健診補助の問題、子どもの医療費助成

も本年１０月より小学校卒業までに引き上げられますが、当該年度においては国

と県の意向の範囲内にとどめ、本町自らの取り組みが見当たりません。また、ご

みの回収においては、実施は本年１０月からですが、当該年度にはその費用負担

を新たに求める措置が決定されました。分別の徹底によりごみの資源化が進めら

れており、焼却ごみの総量は減少しているにもかかわらず、指定袋の有料化に踏

み切る姿勢には到底納得できるものではありませんし、有料化とごみの減量には、

導入に関係なく減少していることからも、相関関係はありません。そこには新た

な負担がついて回るだけの話であります。  

 さらには、教育を取り巻く環境にも大きな変化が見られます。学力の向上を目

的に全国学力テストが導入されて２年目の年に当たりますが、この取り組みと学

力の向上とはイコールになるものではありませんし、世界の流れからしましても、

日本の子どもたちのゆとりの少なさは相当なものがあります。それは、たび重な

る国連から日本政府への勧告の状況からも明らかです。全体のシステムを本町だ

けで改善することはかないませんが、教育条件をきちんと整備し、不必要な競争

に身を置くことを避けることは可能でありますから、そうした意味でもこうした

学力テストへの参加については再考することを改めて申し上げます。  

 いずれにしましても、住民の皆さんを取り巻く環境は依然厳しいことに変わり

はありません。新政権が発足し、その動向が大きく注目される中、当座、みんな

が求めている医療制度の拡充や教育扶助の充実、労働法制の抜本改定による雇用

の安定など、政治の中身が問われています。こうした動きに連動させながら、本

町における暮らしの応援策の充実を図り、自治体の実りある取り組みが後年度予

算に反映されんことを求めまして、一般会計の決算認定はいたしかねます。  

 次に、特別会計の国保です。  

 当該年度から新たな保険制度として、７５歳という年齢を重ねただけで別建て

の保険制度に囲い込む、世界じゅうを見ても医療保険制度を敷いている国の中で

は異例の年齢で加入する保険を区分する制度の後期高齢者医療保険がスタートい

たしました。制度の是非とは別に、このことで、結果、それまでの老人保健の拠



  

出金と新たな後期高齢者医療保険への支援金との差額が生じ、国保会計としては

若干のプラスにその運営はなされたようであります。初年度のことであり、今後

の経過を見守る必要はありますが、この制度も新政権のもと、早晩撤廃の方向が

打ち出されていますので、国保の運営も一層重要となってまいります。  

 今日、国民皆保険制度の要をなすのが市町村国保でありますから、保険会計を

維持していくためにも、相応の財源の確保は欠かせません。その方向が保険税だ

けでは、本町の今日における加入者の所得の分布は所得２００万円まででおおむ

ね８割を数える状況ですから、幾ら賦課したとしても、既に支払能力も限界の域

に達していて、一層の厳しい負担を求めるだけのことにしかなりません。そうい

う意味では、予防保健事業に力を入れ、これともタイアップして、当該年度で最

後になった人間ドックや脳ドックへの補助を復活させることや一般会計での取り

組みもあわせ、高齢者の肺炎球菌ワクチンや子どものヒブワクチンへの補助に取

り組み、任意接種から定期接種に道を開く方途を探るべきと心得ます。住民誰も

がやがては加入する保険でありますから、保険税の不足分を一般会計から補うこ

とも視野に入れて策をめぐらすことも検討するよう求める次第であります。  

 これらの取り組みを通じて本会計の安定につながるすべを見出す措置をぜひ後

年度の会計運営に反映されんことを求めまして、本会計決算も承認いたしかねま

す。  

 あとの特別会計決算については、認定いたします。  

 次に、認定第２号、川西町水道事業会計決算についてであります。態度表明は、

不認定、反対の立場からのものであります。  

 当該年度の決算では、経理上は水の売れ行きが、今日の不況の影響が反映し、

これまでに比べて伸び悩んでいるとのことであり、そういう意味においては経営

の厳しさは否めないようであります。水道事業においては、積年の取り組み同様

に、その安定供給に向け、日々鋭意努力がなされており、敬意を表するところで

ありますが、経営の安定に向け、料金体系の見直しも適宜実施し、今日に至って

おりますが、同時に会計の見直しとしては、議論は平行線をたどっている加入分

担金など水購入ための費用は営業収益に勘定することを引き続き求める次第であ

ります。また、今日の水需要の伸び悩みと不況の関係もよく研究の必要がありま

すが、こうしたときこそ内部留保金の着手も検討するべきですし、減価償却の扱

いも検討の余地はあると考えます。当座さまざまな要因が働き、経営の悪化を避

けられない事態に至った場合には、こうした観点での検討を加えた上での手だて

を打つことを引き続き申し述べ、後年度の予算編成にはこれらの改善に踏み切ら

れんことを求めまして、本決算につきましても認定いたしかねる次第であります。  

 続きまして、議案第３６号から４１号までの平成２１年度の川西町一般会計及

び各特別会計の補正予算関係についてであります。態度表明は、すべて賛成の立

場からのものであります。  

 一般会計の補正では、地デジ化に対応するべく小中学校でのテレビの入れ替え、

低公害車への公用車の入れ替え、戸別受信機の購入等々、地域活性化経済対策の

交付金で見込まれていますが、いずれの使い道もそれはそれとして生かされるも

のにはなりますが、本来の目的からすれば、今日の住民生活をどう応援していく



  

のか、これらの財源を活用してどう活性化につなげていくのかが問われています。

こういう点では、暮らしに役立ち、かつ雇用に連鎖する施策に道を探るべきでは

と考えます。また、子どもの医療費の小学校卒業までの年齢引き上げや福祉医療

全般の所得制限の解除を実施、幼児を乗せる３人乗り自転車の購入補助など、住

民要望に沿う施策の実施や拡充が図られます。これこそ自治体の本分としての取

り組みと心得ます。これらについては継続して実施され、効果を見きわめて一層

の充実に向けた取り組みとなるよう求めるものであります。  

 以下、特別会計の補正につきましては、実績や精算に伴うものや必要が生じた

予算措置などであり、これら補正予算については、すべて賛成いたします。  

 最後に、議案第４２号から４７号までの条例関係についてであります。態度表

明としましては、４７号の川西町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の一部

改正除きまして、すべて賛成するものであります。  

 まず、賛成議案についてです。  

 このうち４３号、４４号、４５号に関連しますが、福祉医療の所得制限の解除

が実施されます。この措置は、制度の本来の役割を満たすものであり、これまで

の制限がこれに反していたことからも、自治体の役目を果たす取り組みとして、

その姿勢を高く評価するものであります。また同時に、１０月１日から実施の子

どもの医療費の助成年齢を小学校卒業までに引き上げる取り組みは、入院に限っ

てのものにとどまっています。負担の大きい入院についてということであります

が、子どもの成長を見守る役目としては、さらに範囲を広げた取り組みとなるよ

う、通院も含めた検討を求めるとともに、入院限定での実施とするならば、いっ

そのこと義務教育終了までを対象年齢として実施をしてもよいと考えます。各地

の実態からも、年齢が上がるほど体も丈夫になることからも、予算的にもそんな

に変わりはないようですから、そこは懐の深い取り組みとして今後に生かしてい

ただくよう申し添えるものであります。  

 反対の立場からの４７号の幼稚園の保育料とバス使用料の引き上げについてで

す。値上げ幅はそれぞれ２００円で、来年４月１日からの実施です。この間４年

間据え置いてきたことと交付税の算定基礎が前年度比で２００円増しになったこ

となどからの引き上げ提案ですが、そもそも保育料を幾らに定めるかは、保育園

の場合と違い、幼稚園の場合は基準がありませんから、難しいところです。今回

は、上げ幅の基準に交付税の算定基礎を置いて、そのタイミングでバスもあわせ

てとのことですが、今日、ほとんどの家計では可処分所得が引き下げられている

のが実態です。それはほとんどの職種に及んでおり、公務員も例外ではなく、今

年の人勧では期末手当にとどまらずに給料そのものも引き下げの方向が出されて

います。こうしたもとでの今般の措置は、さらにこれを進める方向に形の上では

働きます。だからけしからんとは言いませんが、考え方として、義務教育の前の

ステップとしての取り組みである幼稚園保育料を幾らにするかは、交付税の算定

基礎の上げ幅に準拠するというよりも、幼稚園の教育全体を通じてかかる費用の

一部であるわけですし、その運営を父母の負担で賄うわけではないわけですから、

かつての高度成長期のように所得が倍増するようなよほどのことがない限りは、

現行の保育料を維持すれば、事はそれで済むものと考えます。適宜の引き上げを



  

実施すれば上げ幅が大きくなるとの御意見もお持ちのようですが、それは保育料

を幾らにするとの定めがなく、引き上げを前提としている見方があるからではな

いかと推察する次第です。  

 よって、今般の引き上げ案には、据え置くことを求めまして、反対するもので

あります。  

 以上、今般上程の認定案２本、議案１２本に対する討論を終わります。  

議   長（森本修司君）   ほかに討論ありませんか。  

 宗行議員。  

４番議員（宗行正昭君）   角度を変えて討論してみたいんですが。個々の１件１件の

ことについては、それぞれなるほどと思う反対論もございますでしょう。ただ、

もっとトータルで考えないといかんことは、当分合併なんてないんですよね。川

西町は川西町として自立して生きていかんならん。そこへ持ってきて税収、国か

らの仕送りがとんと増えない状況の中で、少しでも借金を減らして次の学校とい

う目標を立てて川西町政をやっておるわけですから、何もかもが満たされるはず

はありません。  

 そういう中で、総務委員長報告にもございましたように、平成２０年度の一般

会計は、よく締まった、また将来の目標を見据えた町債、実質４億からの財務体

質を改善しておる。立派な決算じゃありませんか。どこも反対することないと思

いますよ。トータルで見ましょう、トータルで。  

 特に、この厳しい町長選挙を住民の信任を得られたわけでございますから、自

信を持って、自立できる川西町、それを目指して町政運営にお取り組みいただき

たい。  

 その限りにおいては、当認定第１号、認定第２号、すべて賛成するものであり、

また、幼稚園の２００円値上げについても、町が自立しようとしたら、やっぱり

住民が応分負担していかにゃ自立できんのですよね。どこかから金が降ってわい

てくるわけじゃないんですから。だから、やっぱり適宜に住民にお願いして、御

負担願うものは御負担願っておかんと、ためていっておったら、やがてこけちゃ

いますよ。そういう意味では、今回の幅で値上げなさることには賛成であります。  

 以上、討論を終わります。  

議   長（森本修司君）   ほかに討論ありませんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   ほかに討論がないようですので、討論を終わり、これより

採決に入ります。  

 お諮りいたします。  

 認定第１号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり認定いたしまし

た。  

 次に、認定第２号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり認定いたしまし



  

た。  

 次に、議案第３６号から議案第４１号の６議案について、賛成の方の挙手を求

めます。  

                （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、各案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

 次に、議案第４２号から議案第４６号の５議案について、賛成の方の挙手を求

めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、各案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

 次に、議案第４７号について、賛成の方の挙手を求めます。  

                （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

 以上をもちまして、本定例会の日程はすべて終了いたしました。  

  議員各位には、何かとお忙しい折にもかかわらず、本定例会に提案されました諸

議案につきまして慎重に御審議賜り、かつ議会運営に御理解ある御協力をいただ

きましたことに対し、議長として厚く御礼申し上げる次第でございます。  

 理事者におかれましては、今後も引き続き厳しい財政環境が予想されるため、

予算の執行に当たっては、経済性、効率性及び有効性に配慮しつつ、厳正な執行

を望むものであります。また、議員各位から出されました御意見なり要望を十分

に尊重していただき、今後の町政に一層の御努力を賜りたいと思います。  

  閉会に当たり、町長より閉会の挨拶をお願いいたします。  

  町長。  

町     長（上田直朗君）     閉会に当たりまして、一言御礼を申し上げます。  

 提出いたしました各議案につきまして、慎重に御審議を賜り、認定、議決、ま

た同意をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。  

 審議を通じまして議員各位から賜りました御意見や御指摘を今後の町政に生か

してまいりたいと考えております。大変厳しい財政状況下でございますけれども、

健全な財政運営を基本として、今後も川西町の充実・発展のために努めてまいる

所存でございますので、議員皆様方におかれましても、町政の進展になお一層の

御理解と御協力をいただき、御指導賜りますようお願いを申し上げまして、閉会

の御挨拶にかえさせていただきます。  

 本日は、ありがとうございました。  

議   長（森本修司君）   これをもちまして、平成２１年川西町議会第３回定例会を

閉会します。  

 ありがとうございました。  

            （午前１０時３６分   閉会）  
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(議決の結果)   

議案番号 件           名 議決月日 審議結果 

認定第１号 平成 20年度川西町一般会計･特別会計決算について 9月 18日 原案認定 

認定第２号 平成 20年度川西町水道事業会計決算について 9月 18日 原案認定 

承認第９号 平成 21年度川西町一般会計補正予算の専決処分について 9月 11日 原案承認 

承認第 10号 平成 21年度川西町一般会計補正予算の専決処分について 9月 11日 原案承認 

議案第 36号 平成 21年度川西町一般会計補正予算について 9月 18日 原案可決 

議案第 37号 平成 21年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について 9月 18日 原案可決 

議案第 38号 
平成 21年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算につい

て 
9月 18日 原案可決 

議案第 39号 
平成 21年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補

正予算について 
9月 18日 原案可決 

議案第 40号 
平成 21年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

について 
9月 18日 原案可決 

議案第 41号 平成 21年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算について 9月 18日 原案可決 

議案第 42号 川西町税条例の一部改正について 9月 18日 原案可決 

議案第 43号 川西町乳幼児医療費助成条例の一部改正について 9月 18日 原案可決 

議案第 44号 川西町心身障害者医療費助成条例の一部改正について 9月 18日 原案可決 

議案第 45号 川西町母子医療費助成条例の一部改正について 9月 18日 原案可決 

議案第 46号 川西町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 9月 18日 原案可決 

議案第 47号 
川西町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の一部改正に

ついて 
9月 18日 原案可決 

同意第３号 川西町教育委員会委員の任命について 9月 11日 原案同意 

 


